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第９日目（９月９日） 

○副 議 長（和田英夫君）  おはようございます。延会前に引き続き本会議を再開いた

します。 

○副 議 長  ただいまの出席議員数は２７名であります。 

なお、峠 佳一君、通院治療のため欠席。角谷英一君、通院治療のため午前中欠席の届が

出ております。これを許します。 

（午前９時３０分） 

○副 議 長  本日の日程は一般質問とし、一般質問を続行いたします。 

○副 議 長  質問順位１７番、議席番号７番・中沢一博君。 

○中沢一博君  おはようございます。今回は６月議会に引き続き緊急性等をかんがみ、同

じ項目で再度質問させていただきます。 

１ 雇用対策・生活支援体制を全力で 

最初に雇用対策・生活支援体制を全力でと題して質問させていただきます。我が国の経済

は若干の持ち直しの動きが見られるものの、引き続き景気雇用情勢は依然として最悪の状況

が続いています。特に失業期間の長期化が懸念されております。完全失業率は過去最悪の５.

７パーセント。また、経済財政担当大臣が昨日、９月の月例経済報告に、失業率に異例の言

及をし、動向を注視する必要性を強調したとありました。 

月例報告会に失業率の文言が盛り込まれるのは異例だといわれております。その月例報告

を踏まえて内閣府は、金融危機後の経済活動の水準が低く、これが失業率という国民の暮ら

しに一番関係の深い部分で出てきたと言われ、また、年内に６パーセント突破の見方もある

と失業率の動向について報告をされております。ハローワークの南魚沼の有効求人倍率を見

ても、月を追うごとに悪化をたどっております。７月末が０.４０、８月末が０.３１と、ま

だまだ現場は深刻さを増しております。何とかしなければと地方の議員の一人として切実に

感じております。 

そこで、雇用保険を受給できない方への職業訓練と、訓練期間中の生活補償のための給付

制度が創設されたわけでありますけれども、６月議会のときはまだ現場に詳細が下りていな

いという回答でしたので、その後の進捗状況をお聞かせいただきたいと思います。 

詳細として１番目に緊急人材育成、就職支援基金の支援実態はどのようになっております

でしょうか。 

２番、雇用保険を受給できない非正規労働者、長期失業者の実態はどうか。また及びセー

フティネットの機能はどうなっているだろうか。 

３番に、ハローワークとの緊密さを要求されていると思いますけれども、連携等はどのよ

うにされているのか、お聞かせいただきたいと思います。 

２ 当市の危機管理体制について 

 大きな２番目といたしまして、南魚沼市の危機管理体制についてお伺いいたします。新

型インフルエンザの当市の取り組みについて、再度聞かせいただきますけれども。本格的な
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流行が予想よりも早く始まったと皆さんもわかるとおり見ているわけでありまして、私がこ

の通告文を出した時点からもうかなり急速に変化しております。 

厚生労働省は今月下旬から１０月上旬に発症のピークを迎えるおそれありと、また国民の

２０パーセントり患した場合は、ピーク時に何と１日に７６万２,０００人、入院患者は約４

万６,４００人に達すると推計しております。都市部などでは発症率は３０パーセントを超え

る可能性も指摘されております。新型インフルエンザは子どもや青少年に患者が多いため、

また学校での対策も極めて重要であります。また、ぜん息や糖尿病などの持病のある方や、

妊婦らは重症化しやすいので特に注意が必要とされております。 

ですけれども、個人的にはなかなかそういうレベルでは防護には限界があります。それだ

けに行政の対応はもちろん職場での対応、マニュアル作り等の実行も大きく社会的責任を問

われるかと思います。 

既にどこでだれが感染してもおかしくない状況であり、患者の急増に対応できる各地域ご

との医療提供体制の確立が急務であります。医師や看護婦などの人員確保が極めて難しいと

推測されるわけでありますけれども、重症患者の増加を想定したときにベッドや人工呼吸器

などの確立。また、休日とか夜間の診療体制の整備。また、院内感染の対策等が本当に等々

山積みしているわけであります。実際は看護婦１名だけでも容易ではないのが事実ではあり

ます。行政、医療、また医療機関などの緊密な連携により、迅速な体制整備を望みます。自

治体は感染の早期発見や急拡大の防止にどのように取り組むのか。冷静な対応が求められて

おります。市民も注目をしております。 

そこで一つ、当市における国・県や医療機関と連携した情報共有や、機動的連携体制の現

状はどうなっておりますでしょうか。よくいわれる重症患者が出たときに、当市のベッドだ

とか人工呼吸器等の確保は大丈夫なのでしょうか。 

２番目に、厚生労働省はこの４日に新型インフルエンザのワクチンについて接種対象者の

優先順位を発表いたしました。診療に当たる医療従事者を最優先として、続いて妊婦と持病

のある方、そして小学校就学前の小児、１歳未満の乳児の両親の順で、優先グループとされ

たわけであります。 

小・中・高校生と高齢者も対象に加えましたが、国産が足りないために輸入ワクチンを用

いると発表はなっております。９月内に正式に決定するそうでありますけれども、重症化し

やすい高齢者や妊婦、また乳幼児、この高リスク者の対策はどうなっておりますでしょうか。

また、当市として何名ぐらいおられるのか掌握をされていると思いますので、お聞かせいた

だきたいと思います。 

３番目に高齢者の多い介護福祉施設での集団感染を防ぐ対策はどうかということでありま

す。４番目に学校等施設の閉鎖が先週の２.８倍の７７２施設と昨日報道もされております。

学校現場、保育現場での防止策や流行が起きた際の取り組みは、各自治体に、教育現場に任

されているみたいでありますけれども、保護者等からも関心度も高く、そういう面で再度お

聞きさせていただきたいと思います。 
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最後ですけれども、基本的な予防のための、市民、地域、事業所への啓発活動はどのよう

に進められようとしているのかお聞かせいただきたいと思います。自治体も感染拡大防止を

必死に呼びかけております。まさに今までにはないことであります。冷静な対応が必要とさ

れておりますので、お聞かせいただきたいと思います。 

大きな最後でございますけれども、危機管理体制の組織化についてお伺いいたします。こ

れも再度６月議会に引き続きの通告でございます。これに関しましては先の同僚議員からも

質問されておりますので、簡潔に言わせていただきますけれども、今まで考えられない状況

が多々起きているわけであります。今回のインフルエンザしかり、また例えばこの秋をひと

つとってみれば新潟国体、また選挙等も重なるわけであります。 

緊急時の対応、また消防署との連携、自主防災組織などをどう進めていくか等々をかんが

みたとき、今の体制では少人数の中ですけれども本当に皆さん頑張っていただいているわけ

でありますけれども、市民の生命・財産を守るために、早急に一歩前進して危機管理体制の

組織強化を私は再度望みたいと思います。以上、壇上からの質問とさせていただきます。 

○市   長  おはようございます。中沢議員の質問にお答えを申し上げますが、事前に

お断りしておきます。それぞれ、学校現場、インフルの関係ですけれども、それらもありま

すのでちょっと答弁が長くなりますのでよろしくお願い申し上げます。 

１ 雇用対策・生活支援体制を全力で 

 まずは緊急、雇用対策・生活支援の関係でありますけれども、実態は今、議員おっしゃっ

ていただいたとおりでありまして、非常に厳しい実態がまだまだ続いているということで、

そういうふうに認識をしております。緊急人材育成の関係では、県で現在５コース認定され

ておりまして、７月下旬から周知を開始したばかりであります。このため訓練の開始は早い

コースで１０月１日から開始になる。訓練場所が今、長岡あるいは新潟この二つということ

になっておりますので、そういうこともあろうかと思いますが、今のところ南魚沼の市民の

皆さんからの申込みはない。ありません。 

この緊急人材育成・就職支援基金も、今ちょっと新政権の中では見直すという方向を確か

出したと思っております。どういうふうに見直すかはわかりません。ですので、ちょっと実

態がつかめませんけれども、とりあえず今のところ緊急人材育成という部分についての問い

合わせ、申込みが南魚沼市からはないということであります。 

生活支援体制でありますけれども、訓練・生活支援給付金も見直しということですね。基

金訓練あるいは既存の訓練を受講する方で雇用保険を受給できない方のうち、世帯主である

ことや一定の収入要件を満たしているという、非常にまた対象が絞られるわけですけれども、

市では問い合わせが１件ありましたけれども、申込みまでには至っていないということであ

ります。 

３番の中小企業雇用創出支援もやっておりますけれども、事業活動の縮小、こういうこと

を余儀なくされた事業者の方が、失業者を職場体験や実習型雇用を経て正規雇用をした場合

に支援するという制度でありますが、我が南魚沼市で８月上旬から周知しまして、現在数社
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を取り扱っている。一人につき１０万円の６カ月ということだそうでありますし、正規雇い

入れに対する助成は一人につき１００万円。これもさっき触れました緊急人材育成・生活支

援金、これは７,０００億円規模だそうでありますが、凍結ということでありますので、今後

の動きをみなければわからないということであります。 

 セーフティネットの関係でありますけれども、今現在雇用保険を受給できない非正規労働

者、あるいは長期失業者の数値は、市やハローワークでは把握はできておりません。この方々

の新たなセーフティネットとして住宅家賃資金の貸付けの実施、それから前に述べました職

業訓練と生活支援給付及び、訓練・生活支援資金融資制度が創設されております。 

今、南魚沼市で就職安定資金の利用者が６件というふうに報告をされております。いろい

ろケースバイケースの面が出てまいりますので、ハローワークと相談をしながらとにかく実

施といいますか、あれをやっていただきたいのです。市の方でなかなかこのことについてど

うだこうだという――紹介はしますし、制度を紹介したりハローワークへということはやり

ますけれども、実質的にはハローワークと相談をしていただくようになりますのでよろしく

お願いします。 

失業給付には一定の条件はありますけれども、４月から７月までの受給者が前年度は４７

７人でありましたけれども、今年は７５４人、５８パーセント増というふうに増加をしてお

ります。 

 ハローワークとの連携でありますけれども、この不況対策事業として緊急雇用創出事業あ

るいはふるさと雇用再生特別基金事業に我が市も取り組んでおりまして、先般申し上げまし

た１６６人の皆さん方を雇用することでありますけれども、この募集を当然ですがハローワ

ークにおいてお願いしておりまして、情報交換、担当者とそれらも含めながら、ハローワー

クとは常に緊密な連携を取りながらやっているところであります。 

２ 当市の危機管理体制について 

インフルエンザ。危機管理の中のインフルエンザであります。おっしゃったようにもう１

０月が最盛期になるだろうというふうに、拡大が予報されているわけでありますけれども、

医療体制について医師会のご理解のもとに、私どもも患者等が電話で確認の上、一般の診療

ができる体制となっておりますので、軽度の場合は自宅で療養していただきたいというよう

なことになっております。 

そこで、私たちの市における国・県あるいは医療機関との連携、そして情報の共有化であ

りますが、５月２９日に市内の病院、開業医、歯科医師会、薬剤師会、消防本部、そして県

の地域振興局、そして市の庁内関係各課の情報交換を開催させていただいて、情報の共有化

あるいは連携を確認したところであります。６月２３日にご存知のように米国在住で一時帰

国中の男性が、新型インフルエンザ感染者として市内で初めて確認をされました。このとき

も当然でありますけれども、保健所あるいは市対策本部こういうことで感染防止に努めた結

果、感染拡大には至らなかったということであります。 

その後も県から逐一市内の感染報告を受けておりまして、それぞれ連携のもとで管内小学
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校あるいは保育園これらの感染防止対策に結びつけております。が、ちょっと申し上げます

けれども、インフルエンザが９月２日現在、市内発生者数５５人。当初は先ほど申し上げま

した米国在住とかという方でありましたけれども、７月から８月中旬にかけて関東地区から

合宿においでいただいた皆さん方の感染が確認され、そしてその後市内の小学校、保育園、

高校これらで感染が確認をされておりまして、その後も確か９月２日以降も増えていると思

うのですけれども、とりあえず９月２日までで５５名感染。 

ただ、あとの方は８月２６日以降については、何という検査でしたか、それをもうやって

いない。これは新型インフルエンザで間違いないという医師の判断のもとだけで、それでも

ういわゆるきちんとした検査はやっていなくて新型インフルエンザというふうに認定をして

おりますけれども、そういうことで５５人であります。 

ワクチンは先般報道によりますと５,０００万人分は確保ができたと。ただ、タミフルに非

常に偏重しておりまして、タミフルに対する副作用的な部分も、あるいは病原体がタミフル

に対して抗体を持つというようなことも含めて、この耐性はちょっと見直さなければならな

いだろうということは厚生労働省の方から発表されているようであります。もうひとつなん

とかという・・・（「リレンザ」の声あり）リレンザをちょっと増やして５,０００万人とい

う数は、これはワクチンの量としてはある程度、何といいますか流行時に対して相当耐え得

るといいますか、十分とはいいませんけれどもそういう数値であろうというふうにはいわれ

ております。 

今後とも厚労省からの情報入手とそれを受けての県、そして地域振興局あるいは医師会、

これらの皆さん方と緊密な連携を図りながら情報の共有化、そして対応について努めていき

たいと思っております。 

 高リスク者対策であります。まずゼロから３歳児といわれております皆さん方が２,００５

人、妊婦の方が４９８人。透析、ぜん息あるいは心臓等に疾患を持っていらっしゃる方とい

うのは、ちょっと今数値は把握ができません。調査中であります。それだけまず申し上げま

して、１０月１日号の市報に家庭向けの保存版といたしまして、新型インフルエンザ対策の

小冊子を挿入して、改めてその予防と重症化しやすい方への注意を含めて注意喚起をしてい

きたい。そしてマタニティ教室、新生児訪問、乳幼児検診を開催している事業を通じてチラ

シ配付、あるいは注意喚起をしていきたいと思っております。機会あるごとに今後ともこの

啓発に努めたいと思っているところであります。 

 介護・福祉施設の集団感染防止対策であります。法人立の施設には、随時県から直接、対

応についての事務連絡が行われております。市では月１回開催しております介護サービス事

業者連絡会議においてその内容の周知徹底を図っております。直近では８月２８日付で新潟

県から新型インフルエンザの集団感染の防止についてという通知がございました。 

その内容はまずは基本的な感染症対策、いつも言われております手洗い、うがい、せきエ

チケットこれらの徹底。利用者、職員には無理な通所、あるいは出勤をせず受診など適切な

対応をとってください。ハイリスク者には早期受診、早期治療を促す。施設で集団発生した
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場合は利用者及び家族の理解を得て事業自粛、これらを検討することと。そしてその際、福

祉サービスの継続が必要となった場合は、適切なサービスが実施されるよう留意することと

いうような内容であります。 

市ではこの通知の趣旨に基づいて対応してまいりたいと思っております。現に障害者福祉

施設での発生はありますが、自宅待機を基本として自宅で対応ができない方については代替

えのサービス利用についてを相談しながら対応しております。 

 学校現場、保育現場での予防策、あるいは集団感染時の取り組みであります。現状は先ほ

どちょっと申し上げましたが、学校の方では８校で２７名程度と今のところ把握しておりま

す。まだ大規模な集団発生という状況には至っておりませんけれども、今後一層油断のでき

ないといいますか、これから感染が拡大する時期に入るということでありますので、十分注

意をしながらと思っております。 

先ほど申し上げました人工透析の方は３３名であります。失礼いたしました。 

基本的な考え方といたしまして今後の対応は、完全に防ぐということは極めて困難であり

ますので、感染の広がりをできるだけ小さくしなければならない。そして学校現場での対応

は予防指導内容の一部として、例えばインフルエンザをうつさない、もらわない。この児童・

生徒への対応を今、徹底しているところであります。どういうことをしている、こういうこ

とをしているというのは、ちょっと多岐にわたりますので申し上げません。 

組織としての対応は、登校直後の念入りな健康観察。異常が見られた際の保護者への早期

連絡を徹底しております。そして関係機関との連携といたしましては、保護者、学校医との

連携で敏速に対応できるようにしたいと思っております。流行時の臨時的措置として、休ん

でいる生徒が１０パーセントを目安として学級閉鎖を行うこととしております。これは教育

委員会の方でそういうふうにしております。無論、学校医の相談、指導を受けてからの対応

が基本でありますけれども、学区規模、あるいは流行の状況なども休校期間を考える観点と

して持っておりますが、大体おおむね期間は４日間ということを基本にして対応していると

ころであります。まだ学級閉鎖になったというところではございません。 

子どもや家庭を守る学校としての本来の使命を果たす観点からの配慮事項といたしまして、

完治して復帰登校した子どもに対するからかいや偏見の排除。自校での新型インフルエンザ

発生の有無にかかる公表の際のり患者、保護者に対する配慮。学校行事等教育活動変更にか

かる学校医あるいは保護者の意向を踏まえた対応をきちんと考えていかなければなりません。 

教育委員会としての学校のサポートは、予防体制を強化するために必要な消耗備品の補充、

それから必要に応じた専門機関への橋渡し、紹介をやっているところであります。 

保育園につきましては、これは先ほど申し上げましたが、うがい手洗いは当然のことであ

りますけれども、保護者の皆さん方へ子どもたちの体調管理の徹底をお願いしておりますし、

マスクの着用も必要によってはということでお願いしてあります。外部からの訪問者への玄

関での手の消毒の協力。症状のある児童へは登園自粛要請。早めの医療機関受診の依頼。慢

性呼吸疾患を有する方へは早期受診治療の周知。それから予防策の周知、これは保護者への
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文書配布及び玄関掲示でやっておりまして、機会あるごとに周知に努めております。 

流行が起きたときの対応になりますけれども、これも保育園ごとにインフルエンザ症状に

よる欠席者が１０パーセントを超えた場合は登園自粛要請を行いますし、事前に保護者に周

知して協力をお願いするところであります。これはまだ閉鎖という、学校みたいに学級閉鎖

というところにはちょっとなかなか踏み切れない。登園自粛ということでお願いします。こ

れも自粛要請期間は４日間を一応予定しております。 

学童保育の対応でありますけれども、予防策等については保育園、学校と同じであります

し、流行時の対応につきましては設置小学校の学級閉鎖、学年閉鎖、休校措置に準じてやっ

ていこうと思っております。登校後急きょ給食後放課ということになった場合は通常どおり

学童保育を行わせていただきます。翌日からは学校の措置に準じて行わせていただく。行っ

たけれども突然学級閉鎖になったというときには、その人たちを一応１回は受け入れて翌日

からは学校と同じ措置ということであります。 

 基本的予防のための市民、地域、事業所への啓発でありますけれども、先ほど申し述べま

した市報、各種保険事業を通して啓発を図っておりますし、ＦＭゆきぐにのラジオ放送も利

用させていただいて、スポット的ではありますけれどもリアルタイムの情報は流していきた

い。地域及び事業所には地域に出かけて講座を行う市民ふれあい講座や、事業所の安全研修

会などの場に保健師が出向いて、講義をする際にも啓発に努めたいというふうに考えており

ます。 

 次に危機管理体制の組織化であります。６月議会にも同様な質問をいただいて、その後７

月の山口県の土砂災害等が現実に起こったわけでありますけれども、体制強化、あるいは情

報伝達体制の強化、防火災これに関することにはきちんと対応していかなければならないと

思っております。インフルエンザ対策もこれは危機管理ということになります。 

そこで、今の体制を強化拡充するにつきましては、先般申し上げましたように来年１０月

に予定されております本庁舎への機能集中、あるいは機構改革にあわせてきちんとやってい

きたい。そしてそれまでの間は現体制の中に補充等が必要と見受けられればきちんと補充し

ながら、とりあえずは現体制、職員が協力しあいながらやっていくということでご理解をい

ただきたいと思っております。 

ぜん息、心臓病等についてはちょっとなかなか簡単に数値が出ませんので、ご本人がそう

いう部分を当然自覚していらっしゃるわけでしょうので、対応調査ができれば調査をしなが

らきちんと呼びかけていきたいと思っております。以上でございます。 

それから、危機管理といいますかインフルエンザ対策について再質問で学校関係の場合は、

この後その点については教育長の方から答弁させていただきますのでよろしくお願い申し上

げます。 

○副 議 長  一問一答方式でお願いします。 

○中沢一博君  １ 雇用対策・生活支援体制を全力で 

最初に雇用対策の生活支援体制についてお聞きかせいただきましたけれども、市長の答弁



 - 8 - 

をお聞かせいただくと、まさに政府がせっかくこういう制度をつくっていただきながら現実

は凍結するという話を聞きますと、それ以上なかなか言葉が出ないというのが現実でありま

す。現実に今２８万人といわれている失業者の方たちをどう救っていくのだろうか。本当に

切に現場の一人として感じております。今、なかなか現実に就職につけない長期化になって

いるときに給付がまさに打ち切りになってくる。今は延ばしているという部分もございます

けれども、そう考えたときに本当にいいのだろうかというような状況でございます。 

いろいろ質問等を考えてきましたけれども、そういう状況であるとなかなかそれ以上は責

められませんので、正直なところそれ以上質問はできないかと思います。ただ、言いたいこ

とは、民主党に政権が代わったわけでございます。国民に期待感と不安感が同時に錯綜して

いるのは事実でございますけれども、私は昨今のマスコミ等をみて執行部の話を聞いている

と、次は参議院選挙が大事だというふうによく言っています。本当に現場の中で今、私たち

がこういう状況の中で必死になって戦っているときに、次は参議院だなんていう言葉は本当

は吐けないと私は思っております。 

現場の中をどう守るか、まずそういうことが第一声に出てこなければいけない。雇用問題

がどうか、失業も、景気問題はどうかというようなそういう部分をかんがみたときに、やは

り現場をもっと第一に考えてもらいたいと思っております。 

こんなことを市会で言ってもどうしようもないかもわかりませんけれども、私は今まで、

自分で言うのも恐縮ですけれども、与党公党の一人の地方議員として必死になって、いろい

ろ言われるかもわかりませんけれども、市でできることできないこと。できないことは必死

になって国に要望しなければいけない、そういう使命があると私は思ってやってきました。 

今度はそういうことであれば私は野党でございますので、なかなか国の方に届けたって現

実はそうはいかないわけでございます。ですから、この中にもそういう何々系という方がい

るかと思いますので、そういう方たちは現場の方はきちんと掌握して国の中にその政策をど

んどん入れてもらいたい。そういうふうに切に思う次第でございます。 

この部分に関しましては、あとはできないわけでございますからこれで。期待している以

外にないわけですので、私は本当にこれから出てくる人たちをどういうふうに守るのかとい

うことを、もう一度真剣になって我々地方議員からまた起こしていただきたい、起こしてい

きたいというふうに思っております。必死な思いで現場は戦っているということを忘れない

でいきたいと思っております。これに関しては次できないわけでございますので、次にいき

たいと思います。 

２ 当市の危機管理体制について 

 新型インフルエンザの件でございますけれども、例えば今、ワクチンの部分が出ましたが、

これはあれでしょうか、政府がそういうかたちで言っていれば、もう全くそういう該当者は

心配ないというふうに思ってよろしいのでしょうか。それだけちょっとお願いします。 

○市   長  ２ 当市の危機管理体制について 

５,０００万人分を確保したから心配ないということではないわけでありまして、ワクチン
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の数だけは、ある意味では想定をされる範囲までのワクチンは整えたということだけであり

ます。それが実際に我々の所に例えばそういう部分が発生したとき、ワクチンが必要だ、す

ぐではここで全部備蓄しておいてやれるのかどうかという制度的なことは、まだ私もよくわ

かっておりませんが、ワクチンそのものは国で５,０００万人分を確保したと。ですので、数

字的な意味からだけいえば大発生したときにも、何とか対応できるだろうということだけで

あります。 

○中沢一博君  ２ 当市の危機管理体制について 

それともう１点お聞きしたいのは、例えば今のワクチンの部分でありますけれども、多分

今日の新聞でちょっと出ていたようでしたが、確認の意味で質問させていただきたいのです

けれども。例えばワクチン接種をします。低額所得者だとかいろいろそういう部分で負担が

出てくるわけでありますけれども、そういう公的費用の助成という部分ですね。費用に関し

て低額所得者は、私は無料化すべきというふうに思っておりますし、やはり一部軽減という

部分も考えていますし。あとはやはりお金がないからといって格差が――こんなことはあり

得ないと思いますけれども、生じないと思いますけれども、その点だけ確認したいと思いま

す。 

○市   長  ２ 当市の危機管理体制について 

今までもインフルエンザ流行期の前には高齢者の皆さん方に対して、全額免除ではありま

せんけれども、低額でワクチンの接種をしていただいていたわけであります。これからもこ

のことに対して、そういうことは一切考慮しないなんていうことには絶対ならないと思って

いますけれども、これもまだ私がそうだとは言い切れない部分がございますので、そういう

ふうに希望をしておりますし、そうなるだろうという希望的観測のみであります。 

○中沢一博君  ２ 当市の危機管理体制について 

本当に私は低所得者に関しては、一部負担ではなくして無料化というかたちでぜひ進めて

いただきたい。我が市はそういう観点で進めていただきたいというふうに思う次第でありま

す。本当にこれから想像だにしない部分が考えられるわけでありますので、市民の生命と財

産を守るため断固ひとつ頑張っていただきたいことを要望し、質問を終わります。以上であ

ります。 

○副 議 長  質問順位１８番、議席番号９番・遠山 力君。 

○遠山 力君  議長を始め数人の方々からご心配をいただきました。遠山はここまでたど

り着かないのではないかということをご心配いただきまして、何とか登壇できましたことを

感無量に思っております。ありがとうございました。 

新エネルギー政策に小水力を活かせ 

 新エネルギー政策に小水力を活かせと題して一般質問を行います。民主党の公約に地球温

暖化防止、温室効果ガスを大幅に削減するというものがあります。今までの政府が示した目

標は、２０２０年度までに２００５年比１５パーセント、１９９０年比でいいますと８パー

セントの削減であります、というものでした。これに対して民主党が主張しており、今度の
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選挙での公約としたものは、１９９０年比でいいますと２５パーセント削減、２００５年で

表しますと３０パーセントの削減になります。 

先日、鳩山代表はこの削減幅を明言し、国連でも表明するそうであります。言の葉はひと

たび口よりいずれは取り返しのつかぬもの、と先日のテレビでもありましたけれども、確か

に力強く推進していくことだと思われます。 

産業界の試算では、これを実現するには新たに１９０兆円の国民負担が必要になる、との

先日の新聞からであります。この政策によって太陽光発電が急成長することは間違いありま

せん。現在の５５倍にする必要があるそうであります。新築住宅には義務付けるのではない

かなどといわれております。既存の私たちのようにボロ住宅にも付けろといわれるおそれが

あります。ほかにも新たな事業や産業が芽生えたり、日の当たらなかったものが表に出たり

してくるかもしれません。 

急激な削減に対し産業界は心配をしているそうですが、ここではそれを論じるつもりはあ

りません。今までの太陽光発電一人勝ちの新エネルギー政策も変わってくるものと思われま

すので、いわゆる新エネルギー、再生可能エネルギーといわれている太陽光、風力、バイオ

マス、そして余り日の当たらなかった小水力での発電について、南魚沼市の市長としての所

見をお伺いいたします。 

 小水力発電についてお伺いいたします。いい水源、素晴らしい水源が見つかりましたら、

市がモデル的に小水力発電をやってみませんか。工業系の学校などと連携して、新たな全く

今までなかったような水力の発電装置を開発してみませんか。そしてそれを産業界、農業界、

観光、個人などに普及させ、全国に発信したらいかがでしょうか。以上であります。 

○市   長  遠山議員の質問にお答え申し上げます。 

新エネルギー政策に小水力を活かせ 

前段の温室ガス削減２５パーセントという、これは議員もご承知でしょうけれども前提が

ありまして、アメリカと中国がここに参加しなければだめだとか、あるいは開発途上国から

簡単にいえばこの率を買ってこられるというそういう状況もありますが、しかし大変なこと

だとは思います。いいことだとは思いますけれども大変なことです。１家庭あたり３０万円

前後の負担増も生じるというようなことも言われておりますので、どういう実現策が具体的

に打ち出されるのか注目をしていきたいと思っております。 

その中で、この小水力発電。これはＣＯ２排出量は極めて少ないほとんどないといってい

い状態の発電設備でありますので、非常に有効だとは思っております。現在、農水省、経済

産業省、環境省から内容条件に応じてさまざまな事業費助成が行われております。 

モデル的にミニ水力発電をということでありますけれども、市が平成１８年に策定した南

魚沼市地域新エネルギービジョンの中で、この地域において一定勾配で年間安定した流量の

ある農業用水路等の活用が可能であるという文言を加えております。 

技術的にはこれは確立されている分野でありますので、有望だとは思いますが、実は平成

１８年か１９年、電源開発株式会社の担当の方がお見えになって、この地域で小水力発電を



 - 11 - 

その可能性も含めて検討させてくれということで、現場も全部、私どもで広域水道の管路、

配水管ですね、主要管を使って相当の水量とこう配がありますのでどうだとか、あるいは農

業用水路も含めた水路関係これらを相当調査して回りましたが、水道についてはそこで減圧

されますので、今度は水道用水が非常にある意味では高い所に行かなくなってしまうという

ことです。それでこれはちょっとだめだと。 

そのほかにも何箇所か水量、落差を調査していただいたのですけれども、どうしてもビー

バイシーといいますか費用対効果の中で非常に厳しいということで、今のところはその部分

は断念をしたかたちになっております。ただ、また新たに支援制度といいますかそういう制

度ができておりますので、この点も含めてまた改めて市内のそういう部分で可能か否かとい

うことは調査をしてみなければならないと思っております。調査というか問い合わせですね。 

今、議員ご承知のようにあれも電源開発だな・・・が風力発電の実験棟を十日町との境界

の魚沼スカイライン周辺に１０基か、３基・・・（「１基」の声あり）１基、今、確か建設

に入ったと思いますけれども、ここで風力でどの程度電気を起こせるか。事業としてぺいす

るか否かということも含めて実験に入ったところでありますので、大いに期待をしたいと思

っております。 

 産官学の連携ということであります。なかなか産官学。産がどういうものか、官は市であ

り県でありということでしょう。学も非常にこの市内の中では厳しい状況だと思っておりま

すけれども。いずれにいたしましても、こういう省エネルギーといいますか新エネルギーに

ついては、研究も進めながらやっていかなければならないわけでありますので、改めて今、

議員ご提案いただいた産と学、これらの可能性のある企業や、学の方ですから学校といいま

すか、そういう学問がどこにどうあるかということくらいは調査をしなければ、なかなか簡

単にでは取り組もうというわけにはいきませんけれども。 

いずれにしても有効なシステムを開発していくということは、いわゆる市といいますか官

にも課せられた課題でありますので、まずは勉強から始めなければならないということだと

思っております。それにしても私たちの地域が風、水、あるいは地熱、そういうことで利用

できる部分というのは必ずあると私は確信しておりますので、継続的に調査を進めてまいり

たいと思っております。 

 市が後押しをして新発電装置を含めたミニ水力発電を産業、観光、農業その他個人にまで

設置促進を図れ、ということであります。今ご承知のように南魚沼市内に五城土地改良区が

設置をいたしております。これは出力１,１００キロワットで非常に運営状況も経営状況も良

好のようであります。 

そういうことで、例えば民間なりあるいは個人なりででも、小水力発電を設置をしていろ

いろやってみたいという方が出るようであれば、市がではどういうことをできるのか。例え

ば国に対する国からの補助金等の道があれば、それらも当然お手伝いしていかなければなり

ませんけれども。その辺がちょっとわかりませんが、先ほど触れましたように新エネルギー、

あるいは化石に代わる代替えエネルギーの開発・促進ということは、重要な施策のひとつで
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ありますので、あらゆる方向を模索しながら取り組んでまいりたいと思っております。 

今、地域グリーンニューディール基金の対象事業といたしまして、前にちょっとお話申し

上げました浦佐認定こども園のペレットボイラーが内定しました。事業費で４,０００万円規

模であります。これはペレットボイラーで冷暖房をやろうということでありますので、非常

に画期的なざん新な取り組みだと思っておりまして、これもできあがって稼働するのを期待

しているところでありますけれども。 

また、こういう事業に内定したことの中で、地域省エネルギー計画を平成２２年度に凍結

するという義務が生じております。その計画の中に先ほども触れております地球温暖化防止

推進という立場の中から、小水力あるいは風力、地熱、あらゆるエネルギーをどう利用でき

るかということも検討していかなければなりませんので、この策定の中で具体的に今度は盛

り込んでいきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。以上で

あります。 

○副 議 長  一問一答方式でお願いします。 

○遠山 力君  新エネルギー政策に小水力を活かせ 

小水力の発電は、いわゆる小水力といいますのが、先ほどの五城土改が１,１００ですので

小水力発電と言われております。それから、１００キロから１,０００キロぐらいまでをミニ

水力発電、それより小さいものをマイクロ水力発電といっておりまして、私は通告書にミニ

と書いてしまったのですが、ミニ、マイクロということで進めたいと思っております。 

まず発電をしてみませんかと言いましたのは、具体的には登川発電所の放流口であります。

あそこの所に相当水量の水が出ておりまして、段差が相当あります。そしていえることは、

設備に金がかからないということですね。水は安定した水が３６５日、８,７６０時間止まる

ことがない。ごみもこない。そういう水ですので、そこにいわゆるマイクロ化、１００キロ

までのものはできないと思うのですが、それは川崎重工の子会社川崎プラントというところ

が今、磁力を利用して中のプロペラを永久磁石、外にコイルをつくってその磁力でくるくる

回るものを開発いたしました。以前のものに比べると大きさも半分ぐらい、お金も半分ぐら

いでできるそうです。 

それを設置しますと一番いいことは、メタルもベアリングもありませんので絶対に川を汚

さない。それからメンテナンスフリーであります。そういうものを設置するに当たっては、

今度は水利権とかそういうものがありまして、振興局に行って聞いてまいりましたら、水利

権というのはつつっぽから先出てしまえばその川の権利者のものになる。だからあそこは国

なのだけれども、県が管理しているから県になるだろうと。県の方の手続が、ちょっとした

ものをつくると２センチから３センチくらいの書類が必要なのだそうです。ですけれども、

県の中でつくれば相当の協力はいただけると。 

そして河川敷の中だから、固定の建物を建てようとかいうものはできないのですけれども、

移動可能といいますか、ボルト締めで止めたぐらいのものであれば、できないことはないと

いうことをおっしゃっておりましたので。そこのところ私は子どもの頃からといいますか、
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若いときからあそこに行くたびに、いい水があるがもったいないなと思っていたものですか

ら、そういうところについてモデル的にできるかできないか。あるいはやってみたらいかが

ということを考えたものです。 

五城土改の放水口もすごい落差がありまして、ものすごい量の水が落ちております。あれ

もエネルギーとしては非常にもったいないのですが、夏は用水の方に流すものですから冬ぐ

らいしか流れておりません。それでも年間半分としても８,７００時間の半分、４,０００何

時間は回るわけですので、風力でも回らないとこれがあります。太陽光発電はなおさら夜な

どは出ないわけですので、年間でいえば４,０００時間もいかないぐらいしか働かないわけで

す。そういうことを考えますと、新しいアイデアといいますか。 

この間の新聞では黒四発電所の下の黒部第二発電所が、排水路をまた新たにつくって電力

を上げるということは出ておりましたけれども、今、電力関係の方が考えているのは、何と

かしてビーバイシーですね、ものすごく高上がりだといわれている水力を安くつくって、そ

して効率よく電気を生むことができないかということを競っているわけですので、我が市が

それを先駆けて、どこかが考えているとは思うのですけれども、やっていければ素晴らしい

ことだと思うのですが、その提案についてはいかがお考えでしょうか。 

○市   長  新エネルギー政策に小水力を活かせ 

お答え申し上げます。マイクロ水力発電ということだと思いますけれども、要は環境負荷

もありませんし、ある意味で、手軽で小規模でということで非常に有望視はされております。

しかし、もとは水力発電ということでありますから、水の量がある程度一定でそして落差が

あって、年間通じて変動は少ない。これが求められるわけでありまして、ここをずっと考え

ていったときに、では市内でどのくらいあるかというのは特別調査をしたということではあ

りませんが、非常に難しいだろうと。 

そして今、全国各地の設置例を参考にしますと、条件の整った場所というのが山間地で落

差が２０メートルから３０メートル確保できる場所。それでも３～４キロワットの発電をす

るために数百万円規模の投資が必要だということになっております。今までの経過ですね。

その結果得られるものが数キロワットの発電量でありますので、補助電力的に使用するとい

うことについてはある意味ではいいのかもわかりませんが、なかなか商業用とかそういうこ

とになって、買電というところまでは非常に厳しいだろうと予測されます。 

それから私どもの所が冬、この維持管理をどうするのか。特に山間地に入った場合に維持

管理をどうするのかという問題も浮かんでまいりますので、非常に厳しいことですけれども、

新たな技術開発とか、我々の懸念している部分が払しょくされるようなことが開発されれば、

これは非常に有望だということで思っておりますので。先ほど触れましたように技術なんて

いうのは日進月歩、日々進歩しているわけですので、それらの情報を収集しながら可能性に

ついて検討してまいりたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。 

○遠山 力君  新エネルギー政策に小水力を活かせ 

先ほどお話しましたようにビーバイシーということになりますと、水力が一番分が悪いこ
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とは確かなのです。そこで先ほどだめだといわれた上水道などもそうですけれども、みんな

考えているのはいかに施設設備費に金をかけないで、大した電力が水力は出ないのですけれ

ども、効率よく電力を出せないか。そして稼ぐ時間を年間８,７００時間、３６５日無休で働

かせることができないかということを工夫しております。 

そしてそういうものの一つとして私が例を挙げたのが、登川発電所の放水口なのです。だ

からそこを検討していただけると、次の場所。五城の発電所もそうですが、あと三国の所は

ちょっと水の出が悪くてだめなのですけれども、いい場所もあるかと思いますのでぜひ検討

していただければと思うのです。いかがでしょうか。 

○市   長  新エネルギー政策に小水力を活かせ 

先ほど申し上げましたように、そういう具体的な場所も提示いただきましたので、現場を

まずは見て、そしてその登川発電所の放水路の水が、年間通じてずっと一定量なのか否かも

ちょっと調べなければなりませんし、例えば設置するとした場合その設置場所が可能か否か

です。そういうことも含めて検討をさせていただきたいと思っておりますのでよろしくお願

いいたします。 

○遠山 力君  新エネルギー政策に小水力を活かせ 

次に産・学・官なんていう大げさなことを書いてしまったのですが、産といいますのは、

最初私が考えたのは鉄工所さんといいますか、開発のとき一緒に機械的な技術的なことをア

ドバイスができて、そして試作品ができる方という意味であります。学といいますのは、塩

沢商工高校の工業科を私は想定しておりまして、この間伺って先生に聞いてきましたら、川

崎プラントみたいな磁石でつくる水力発電というのは、大体発電機というのは単純なのだ。

そんなに難しいものではないというお話がありました。 

そのとき先生にお伺いしまして、みんなつつっぽ型の中に扇風機の羽みたいなものを入れ

て水でぐるぐる回すのだけれども、昔我々が側溝にかけていたジャガイモ洗い機のようなカ

タカタくるくる回るものでできないかというお話をいたしました。そしたら、それであれば

移動可能で、回転をさせる部分がないものですから、いわゆる現在の発電機よりは軽くでき

るわけです。普通の水力発電は毎分４００から回転を与えているわけなのですけれども、カ

タカタ、カタカタですのでそんなに回転は出ません。ですが今は回転数が少なくても同じよ

うな発電ができる発電機があるそうです。 

そういうものがあるそうですので、そこのところを研究してもらって、芋洗い機のような

発電機ができれば、それを今度はちょっとした用水路とかそういうところへ持っていってと

んと置けば、ごみをあげるあれだって電気を使っているわけです。ああいうものに使えるし、

それから電気柵、今一番有効なのは電気柵だと言われております。当地でもサルの被害とか

イノシシとかありますけれども、一番いいのは電気柵で。それに新聞に出ておりましたのは、

大体２００ワットの電気柵をつくるのに、用水を使って発電をしたら１５万円ぐらいででき

たと。 

これもワット数からいうと設備費が高いのです。そうすれば発電機を買ってきて大体９０
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０ワットぐらいの発電機だって７～８万円で買えますので高いのですけれども、いいことは

音がしない、環境負荷がない、それから３６５日黙って働くというのがありますので。用水

は今度は水が来るか来ないかという三面側溝の要素がありますけれども、獣対策に今、電気

柵が一番有効といわれておりますので、そういうものに使えればいいがなと思っております。 

あと使い道は、もし軽微なものが５００ワットぐらいで軽いものができれば、キャンプ地

のキャンプファイヤーなどのときも持っていって、その辺にぱっと立ててできる。そこまで

は難しいかもしれませんが、そういうかたちで普及させていくことができる。現在のガソリ

ンの発電機に代わるものとして普及ができれば、これは画期的なものではないかと思ったも

のですから提案しているのですが、市長のお考えを伺います。 

○市   長  新エネルギー政策に小水力を活かせ 

ちょっと遠山議員の意向を私が今ようやく把握できたという。ちょっと間違ってとらえて

おりまして、ミニ水力発電を市でやる、あるいは産でやる学でやるについて一緒にやれない

かということだと。今お聞きしますとその機械の開発をどうだとこういうことですか。開発

ができる部分があれば、それは塩沢商工でそういう研究も実践もやっているということであ

れば、それは早速出向いてみまして、実情を伺ってまいります。が、そうことは簡単ではな

いわけであります。 

ただ、先ほど触れましたように技術などというものは本当に日々進歩するわけですので、

新しい発想、新しい技術がいつどこで生まれるかわかりません。今ご提案いただいた例えば

塩沢商工、そういうところにもちょっと伺ってみて担当の先生から話を聞いたり、あるいは

個人的であっても会社の経営の中であっても、そういうことに興味を持って開発してみよう

というような方がいらっしゃるようであれば、お互い研究しあっていきたいと思っておりま

すのでよろしくお願いいたします。 

○遠山 力君  新エネルギー政策に小水力を活かせ 

私が先走ってしまいまして、塩沢商工が現在開発しているということではありません。私

が先だって伺って機械科の、県内でも役員などをなさっている優秀な先生の方にお話を伺っ

て、それだったらできないことはないよ、という答えをいただいたものであります。こんな

に早く市の方が動いてくれるとは思わなかったものですから、具体的な話は全然してありま

せん。ぜひ、そうしたら検討していただければと思っておりますが、よろしくお願いします。 

○市   長  新エネルギー政策に小水力を活かせ 

いい提案があれば即、動きますので。ただ、今おっしゃったように先生のまだ話を伺って

いませんからその先生の所へ伺って、例えばではどういうことができるだろうということか

らまずは相談してみたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○副 議 長  以上で遠山 力君の質問を終わります。 

○副 議 長  ここで暫時休憩といたします。開会は１０時５０分。 

（午前１０時３５分） 

○副 議 長  会議を再開します。 
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（午前１０時５０分） 

○副 議 長  質問順位１９番、議席番号１８番・岩野 松君。 

○岩野 松君  ３日目の午前中に回ってきましてちょっとほっとしています。初めて３日

目に私一般質問することになりました。通告にしたがいまして行いますのでよろしくお願い

します。 

１ 六日町夏まつりについて 

１点目は六日町の夏まつりについてを、ちょっと市長に伺いたいという思いで質問に入れ

ました。（１）六日町の夏まつりとは、ということでちょっと歴史的なものを述べてみたい

と思います。六日町の夏まつりは八坂神社のおまつりを中心にして行われてきました。上越

線が開通するまでの船の守り神の金毘羅様のおまつりや、戦後に始まったお盆の商工会の花

火などが合体して合わさって、今の六日町のまつりが７月１７日、１８日、１９日でここ何

十年も続いて、六日町住民に親しまれてきたおまつりであります。 

１７日の宵まつりは、子どもや大人の神輿が清めて神様を迎えるといわれていました。そ

の間に金毘羅様の御通りというか巡行がありました。そして１８日の御回りは祇園祭と同じ

く町内を祇園囃で練り歩く。夜はお六流し、そして最後に御実城太鼓で盛り上げ、おまつり

気分もこれで流して普通の生活に戻ろうという流しが行われたわけであります。 

そして１９日の後まつりで花火を打ち上げ、完全に終了となってきたのですが、１９日の

午後には兼続と上田五十騎衆の墓前祭まつりがその後行われて、何年か今続いている状況で

ありました。これが六日町まつりのパターンでしたが、ここ２～３年御回りが出られないお

まつりを経て、日にちが土日に限定され、兼続公の名称で昨年から行われるようになりまし

た。 

おまつりの基本はどこももともとは神事が中心で行われたのが、何百年も紆余曲折があり

ながら続いてきたことは、私はそれ自体がそこに根付いた文化であり、住民の歴史ではない

かと思っておりますけれども、市長そこのところはどのようにお考えかお聞かせください。 

二つ目です。なぜ兼続公まつりなのかということです。ＮＨＫの「天地人」放映が決まっ

た去年から、今までの夏まつりを急きょ兼続公まつりといわれるようになり、予算も倍以上

になりました。そして宵まつり、本まつり、後まつりの習慣がいつのまにか土日の二日にな

り、まつり本来の習慣がすっかり崩されて、今年はあろうことか市長の所信表明でも他のイ

ベントと重ならないように配慮したとありました。 

しかし、この中越地区の一番の大きな長岡まつりと重なって、花火は例年より観客は少な

かったようであります。また、今年の塩沢のまつりは平日でしたけれども６万１,０００人、

六日町まつりが６万３,０００人の報告がありました。「天地人」放映の今年にしては少なか

ったのかなという思いであります。そしてマスコミ向けに使った３００万円の予算も使うチ

ャンスがなく、おまつりは終了しました。 

今まで３日で行っていたおまつりを２日に縮小して、根付いてきた歴史や文化にもお構い

なく、ただ、ただ、行事をやればいいのでしょうといわんばかりの時間刻みの日程。１日目
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の夜にお六流しをやり、その汗をぬぐう間もない若者の迎えの神輿に私はびっくりしました。

二日目の午前中には御渡り、御回りの渡御。そして午後からは政景、兼続公の墓前祭の鉄砲

隊の出演もあり、また御回り的に回るわけであります。そしてその夜は花火の打ち上げにな

ります。とにかく忙しいおまつりでした。 

おまつりはある意味ではイベントであり大勢の観光客を呼ぶ材料であります。それは非常

に大切なことでありますけれども、昔からのおまつりですので、そこに住む人々も楽しめる

ものであり、おまつりぐらいは皆が気持ちをのんびりして嫌な顔をしないにしようという思

いでその日を迎えているのですが、どうもここ１～２年のやり方だとそれもむなしいように

思います。名称の変更とおまつりを２日にしたのはなぜかお聞かせください。 

３点目は今、その地域の内部から本当にこのおまつりに対していろんな声があがってきて

おります。そういう中で旧六日町の１３区の区長会では、その関係の全世帯に対しておまつ

りに対してのアンケートをとるということであります。それに対して市長、どのようにする

かお聞かせください。以上、おまつりの質問です。 

２ 野球場（公式）建設について再度伺う 

 ２点目が野球場の建設について再度伺います。１点目は検討委員会は立ち上げたのかとい

うふうにしましたが、調査不足でした。これからだそうで、前任者の質問で９月に公募する

ということでありましたが、公募者４人のほかにはどのようなメンバーになる予定なのでし

ょうか。多分スポーツ関係や有識者など考えられますが、賛成であるか反対であるかを考慮

に入れた委員会構成は考えているかどうかお聞かせください。 

二つ目はアンケートの結果についてです。実は総合計画の見直しアンケートの調査の市政

への意見コーナーという欄に、１７人の野球場についての意見がありました。早くつくって

くださいが１名、情報が欲しい、地の利を生かして考えるべきが１名、あと１５名はすべて

反対の意見でした。 

また、私が今この選挙に向けて、皆さんにいろいろな要望も含めたアンケートをとった中

の野球場の建設については、賛成が２.９パーセント、急ぐべきでない１３.８パーセント、

建設に反対が７８.２パーセントの結果であります。今まだとっている状況ですけれども大体

数字はこのようなものだろうと思います。 

市民の思いは野球場はつくるべきでないが大半ですが、これをどう受け止めますか。まず

お聞かせください。以上、壇上の質問を終わります。 

○市   長  岩野議員の質問にお答え申し上げます。 

１ 六日町夏まつりについて 

これもちょっと皆さんにお願い申し上げますが、今、岩野議員がまつりの歴史についてお

話し申し上げました。私はその歴史は別にいたしまして、なぜこうなったかといういわく、

因縁、故事ではないですけれども、来歴をすべて申し上げますからちょっと長くなります。

そして岩野議員にちょっと申し上げておきますけれども、皆さん方のそれぞれの代表者がま

ずこういうことを決めたということを前提に頭に入れておいてください。それでは申し上げ
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ます。 

 六日町の夏まつりというのはこれは今、議員おっしゃったように八坂神社、ここから出た

わけでありまして、温泉ゆう出後が今度は温泉まつり、あるいは先ほど触れていただきまし

た高度成長で商工会が発展する、この商工祭も行われるようになって、そして統合して六日

町まつりということになってきたわけであります。 

塩沢地区ではあれは住吉神社、これはずっと同じ日に続けてきております。そこで六日町

の夏まつりとは、ということでありますけれども。これは以前からそうだったと思いますが、

行政的な立場で申し上げますと、大谷町長それ以前からだと思いますけれども、まつりその

もの、誘客促進あるいは商工業の振興、こういう部分に対して行政としては支援助成をして

きております。神事、それらについてのいわゆる宗教関連については、一切ノータッチであ

ります。ただ、前夜祭、あるいは当日の神事に出席をという要請がありますので、当然出席

をして、そして玉串奉典等は行ってくるわけであります。 

六日町の夏まつりの経緯は以上でありますから、これは議員とそう見解が変わるところで

はありません。文化・歴史については当然でありますけれども、それは行政も考慮するべき

ことはありましょうけれども、地域のそのまつりを主体にやっていただく皆さん方が、自分

たちのまつりの文化・歴史を考慮して行っていくものだと思っております。 

これが日にちがまず最初に変更になったのが３年～４年前でしょうか。１７日､１８日、１

９日。私が町長に就任した１５年あるいは１６年、これは３日間の中で必ず雨が。幸い花火

の日は雨ということがなかったのですけれども、お六流しではずぶぬれになったとかそうい

うこともあり、そして子どもたちや一般に参加をしたい皆さん方が、平日ではとてもこれは

無理だと。もう平日であればなかなかおまつりに参加ができない。 

こういうことの中から、それこそ市民のといいますか、まつりに関係する皆さん方も含め

た検討委員会の中で、まずは雨の心配が少ない７月の下旬の、しかも先ほど触れましたよう

に平日では非常に困難性があるということで土日にずらそうということになった。そして２

４日か２５日で実施しました。３日間もやったわけですね、そのときは。 

その後、その中で議員ご承知だと思いますけれども、行政区長さんと神社側のそれぞれト

ラブル、確執があったことはお聞きだと思います。岩野家も神社の相当の地位を占めている

方だと思いますので、そういう部分では確かお話を伺っているわけだと思いますけれども、

そういうことできました。 

ただ、２４日、２５日、あるいは２４日、２５日、２６日は五日町のこれも伝統あるまつ

りであります。このまつりと土日がその２４日、２５日に入ると五日町のまつりと重なると

いうことで、初年度は重ならなかったわけですけれども、去年、今年と確か重なったわけで

あります。 

大きなまつりが地域の小さなまつりを席巻する、飲み込むということは、これは非常にそ

の地域のまつりの歴史や文化を考えればそれはだめだと。後からいっているわけですから。

ですからその日は避けよう、避けると。これは私が要望しました。大きなまつりが小さなま
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つりを併呑して、そのまま地域のまつりが廃れていくということはだめですと。そういうこ

とで五日町のおまつりとは日にちの競合は避けるということから出発しております。 

そして１～２回やりました。去年、「天地人」放映も決まって、ではおまつりをどうする

か。これも行政がどうこうではないのです。どうしますかと。こういう一大、これから百年

先にもあり得ないだろうと思われる、この地域の偉人を大河ドラマで取り上げていただくこ

とになったわけですから、どうですかという話をしましたら、では兼続公まつりということ

にしましょうと。六日町まつりではなくて。しかも、合併をして、六日町まつりということ

では非常に地域性が強くなるので、市全体の大きなおまつりということで兼続公まつりでい

いではないか、ということに決まったわけです。 

これも先ほど触れましたように皆さん方からそれぞれご意見をいただいて、その総意の中

でそういうふうに決まってきました。そして去年兼続公まつりを始めました。今年は先ほど

触れましたようになぜ８月の１日、２日かといいますと、土日にまず限定をされたわけです。

それはもうおまつりに協力いただく皆さん方の意向であります。それを土日にしますと今年

はちょうど五日町のまつりに全部入ってしまう。それを避けるために８月１日、２日。 

長岡花火の話がありました。長岡花火もあるけれども、我々が花火のことで長岡と対抗す

る、対立することは全くありませんから、それはそれでいいのではないですかということで

す。私は長岡の森市長にも一応、影響があるかないかは別にして今年はこういうことになり

ますのでよろしくお願いしますと、ちゃんと仁義を切ったなんていうとやくざのようですけ

れども、そういうことで進めてまいりました。 

それで６万何千人でしたか、少ないと言いますけれども去年より増えているのですよ。ど

ういうふうにあなたは数字を把握したかどうかわかりませんけれども、見た目が少なかった

か多かったか、とにかく私どもの調査では去年よりまた数千人参加者が増えているというこ

とであります。そういうことであります。 

ですので、なぜ兼続公まつりかと言われれば、それは郷土の英雄を市内全体で尊敬しあう、

そういう気持ちを持つまつりにしようと。市全体のおまつりにしようということで、こうい

うことになったわけであります。 

それから旧六日町１３区でのアンケートということで、これはまだ今実施中だそうであり

ます。ですから先ほど触れましたように、１７日、１８日、１９日から変更する際にも、こ

れは区長さん方が全部寄ったり、区長総代さんも含めて話をした中でそうなったのです。行

政が主導したということでは全くありません。 

一部の方からは何で八坂神社のまつりなのに、そんな簡単に日にちをずらすのだという話

も市政懇談会の中で出ました。ですが、八坂神社のまつりそのものは、市は一切タッチしま

せんから、どうしても八坂神社のまつりをその日にやらなければならないというのであれば

やっていただいて結構です。 

私たちはさっき言いましたようにイベント的な部分、あるいは商工業関連の振興の部分、

観光振興の部分ということの中で、六日町まつり、あるいは雪まつりもそうですけれども、
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助成・支援をしてきたわけでありますので、それは私どもは変わりませんとこういう話です。 

また、こういう日にちが変更になったということで、それぞれその理由をみんなご存知で

あってご不満を申し上げているのか私はわかりませんけれども、また今の区長総代さんはい

ろいろ話があるのでアンケートをとりますと。ぜひともとってください。また変更に――も

しこれからこれが変更になるのであれば。その後またばたばたと役員が変わったから変更に

なる、変わったから変更になるということだけは避けていただかなければなりませんけれど

も、まだどういう結果になっているかわかりませんがそういう経過であります。 

そして２日間にしたというのは、３日間もおまつりにとても精を出していられない、２日

で十分と。こういう皆さん方のご意見の結果であります。塩沢さんはちゃんと３日やってい

ますね。なぜそういう市民性の違いが出るのか私はわかりませんけれども、そういうことで

あります。ですからその辺もひとつ十分ご理解いただきたい。 

見直しということにもしなりますれば、当然見直しをさせていただいて、さっき触れまし

たように、来年やってみたらまたうまくなかったから、さ来年はまた変わるなどということ

だけはないようにしていただきたいというふうに思っております。 

この２１～２２年、今のこの方法でいくとしますと、今年は五日町まつりと重なりました

し、来年も重なるのです。今年は特にまた花火業者が柏崎まつりと同一の業者であります。

当然業者側が対応できないという側面もあったようであります。 

それらも含めてすべてまつり実行委員会において決定をしておりますので、よろしくお願

い申し上げます。ただ、１９年以降の日程の変更に関する際の基本的な条件であります、梅

雨明け以降、学校が夏休みに入っていること、土曜日曜であること。この３件はこれからも

確か相当議論を呼ぶと思いますけれども、この３件を今までは尊重して実施されてきたとい

うことであります。 

２ 野球場（公式）建設について再度伺う 

次に野球場建設の件であります。検討委員会はこれから立ち上げるということでありまし

て、その内容的なものでありますけれども、体育協会からの推薦を予定しておりますそれぞ

れの競技の代表といいますか皆さん方。屋内外含めて、バレー、サッカー、バトミントン、

バスケット、あるいは野球。そういう部分の皆さん方を、一応まだ決定ではありませんが６

人程度予定をしております。そして公募委員を４人、地元の住民の皆さん方からも４人程度、

あとは学識経験者として２名程度を予定しているというところであります。 

この公募委員に反対・賛成の人の人数だって、私も意見が偏るようでは困りますから、で

きうれば反対の方が２人も入ったり、賛成の方が２人も入ったりしていただくのがいいのだ

ろうと思っておりますが、わざわざ「お前さんは反対だかい、賛成だかい」なんて聞いて公

募委員を選ぶということにもならないような気がしますので、その辺は極力バランスに気を

つけながら、どの程度の応募があるかわかりません。わかりませんけれども、やっていきた

いと思っております。 

次に、アンケート結果。このアンケートというのは、議員が行ったアンケートはそれとし
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て、私どもが把握している部分というのは、先ほど触れていただきました総合計画の見直し

の中での自由記述意見であります。その中にはこのアンケートに答えていただいた方２,００

０人を対象に出しましたけれども、１,００９人であります。そのうち自由記述をしていただ

いた方が４８２名です。おっしゃったようにその中で野球場建設については１７名の方が意

見を述べております。 

反対、明確に反対１４名。この理由として何が一番多いか。記述を見ていただきましたか。

全く趣旨を理解せずに、例えば１０億といわれておりますそのお金を福祉に回せとか、ああ

しろとか、こうしろとかそういうことがほとんどであります。去年の市長選挙の際にもそれ

はずっと触れてきたわけですけれども、まだご理解いただいておりませんが、では野球場建

設をしないからその１０億円を合併特例債を使って、福祉にあてようとか学校建設にあてよ

うとか、そういうことはでき得ない財源だということをまだご理解いただいていない。そう

いうことです。一般的にみんな理解しろといっても無理かもしれませんけれども。 

全くいらないという方もいます。どこかの方のブログの中には、女性は全然野球なんてし

ないのだから、女は全部反対だというようなことも書いてある。そうであればでは今少年野

球をやっていらっしゃる子どもたちの親はどういう気持ちだろう。もう少年野球などはどこ

へ行っても親が、しかも母親が一生懸命に応援に入っていますね。 

ですから極端なことは申し上げませんけれども、ただただ自分がやらないからそれで反対

だと。それはそれでわかります。わかりますが、そういう主張を余り繰り返されますと、や

はり市政といいますか民意というのはちょっと歪むなという気がしております。 

そこで４８２人中１７人でありますから率としては３.５パーセントぐらいですね。そして

自由記述意見で多かったのは、住民サービス、市役所利用のことについてが６１名、これが

最も多かった。行財政改革、あるいは大河ドラマ。大河ドラマは５０人でした。行財政改革

は４０名、都市基盤３３名、保健医療２９名、産業振興２７名、雇用対策２５名、これらが

大体主なところであります。３名とか５名とか１０名とかというのはありましたけれども、

全体的にはそういうことであります。 

今、議員、あなたがアンケートをとっているそうでありますし、アンケート用紙が私の家

にも来ました。どなたかが知らないうちにポストに入れていきましたが。例の共産党の新聞

と一緒です。ただ、あなた方の問うていることは１０億円の野球場建設に賛成か反対か、そ

れだけですね。それはそれでアンケートといえばアンケートでしょう。しかし、そういうこ

とで本当に民意が確認できるのか、この後また話も出てきますけれども、８,０００名の署名

というのは皆さん方どう思いますか。全市民の１割以上です。例えば意見を述べているのは

３.５パーセントではないですか。そういう現実ももう少しとらえながら議論を進めていって

いただきたいと思っております。 

そんなに余り長くなかった。状況としてはそういうところであります。この後また核心の

部分に触れる議員も控えておりますので、どうぞひとつよろしくお願いいたします。以上で

あります。 
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○副 議 長  一問一答方式でお願いします。 

○岩野 松君  １ 六日町夏まつりについて 

最初の夏まつりの。夏まつりとはというのでお聞きしたかったのは、今まで、私も塩沢生

まれですから塩沢の住吉様のおまつりはよく知っているのですけれども、確かに塩沢のまつ

りは余りずっと変わらず同じ形態で、しかも神事係というのが絶対権力を持ちながらやって

いるおまつりですけれども、六日町は非常に日にちも私が聞いただけでも３回。今の現在の

変更でなく今までも３回変更があったというのも聞いておりますし、それから金毘羅様のお

まつりも含まったりいろいろしながら合わさって、今のまつりになってきたから、余り文化

歴史うんぬんというのはそんなに深くないのかもしれませんけれども、かつてにおいては費

用は昔の主立といわれる人が出したのだそうです。 

それが戦後の民主主義という中にあり、しかもその主立といわれる人たちの財力も少なく

なり、そういうかたちで今の運営するかたちの、神事に対しての費用はそういうかたちで行

われているというふうに聞いております。 

そういうのもありますけれども、ずっと行われてきておまつりというのはどこのおまつり

でもそうですが、皆さんがいがみあうのではなく、やはりその日ぐらいはにこやかに穏やか

に暮らしたいという思いが、おまつりに住民として込められていると思うのですけれども。

そういうところを大事にする意味では、この今のやり方はいささか住民の中には本当にいろ

んな声がわき上がってきているということも事実でありまして、そこを含みながら大事にし

てほしいなという思いが、市長の意見としてお聞きしたかったということでありますが、大

体わかりましたので１番は結構です。 

そして二つ目に入りますが、兼続公まつりにした由来については偉人だからということと、

財政的負担が随分高いというのも含めた中での、全体のイベントにしていくということだと

いうふうに、私もお聞きしていましたしそういうふうに思っていました。アンケートにはそ

れをどうするのかというのも若干項目が含まれていますので、兼続公まつりでずっといける

のかどうかということを、市としてはそうしていきたいというふうに答えるだろうと思いま

すが、そこのところをお聞かせください。 

○市   長  １ 六日町夏まつりについて 

先ほど触れましたように、いわゆる八坂神社のまつりといいますか神事と、六日町まつり

と今まで一体でやってきたわけでありますが、本来行政がお金を出す部分というのは八坂神

社のということは離してあるのです。だから塩沢は当然ですけれども全くそういう面の支出

はしておりません。まつりの別の行事の方に対して当然そうですけれども。 

ですから、私はこれはもう来年兼続公は生誕４５０年です。これだけの偉人が我が郷土か

ら生まれていたということは大きな誇りでありますから、兼続公まつりで何ら差し支えあり

ませんし、ずっとそうしていっていただきたいと思いますけれども。問題は実際それを本当

に運営してやっていただける方が、ではどうだか。 

今はアンケートを全区民から取るというお話でしたけれども、一般の区民の皆さん方は、
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今までこうだったのだから何でこうなった面白くない、これは出ると思います。実際その運

営の携わった皆さん方の気持ちになって、本当にアンケートに答えていただけるかというこ

ともあるかと思います。 

ただ、皆さん方が全部そんなことはいいから、また六日町まつりに戻せということであれ

ば、それは戻るでしょう。これはまつり実行委員会で決めることですから。戻ったときにま

たでは市がどういうかかわり方ができるかというのはそれはまた別の話でありますので。一

つの地域のまつりとしてとらえるのか。 

我々は今、市全体の夏の中で一番大きなイベントとしてとらえて、さっきおっしゃったよ

うに観光客の増大にもつなげたいし、地域の盛り上げにもつなげたいということで、今年３

００万円。マスコミ向けと言っていましたけれども、マスコミ向けではなくて、これは「天

地人」に出演していた皆さん方の役者の招へい費用ということで盛ったのですけれども、ど

うしても都合が、日程が合わなくて招へいできなかったということで、この３００万円は使

わずにそっくり残したということです。別にマスコミ向けに３００万円などということでは

ありません。招へい費用であります。 

ですので、旧六日町の１３区の皆さん方が本当にどう考えているかという、これはアンケ

ートの結果が出るわけでしょうから、それらを尊重しながら私たちは粛々とやっていくとい

う、これ以外にお答えのしようがございません。 

○岩野 松君  １ 六日町夏まつりについて 

ではおまつりの３点目に移りますが、今、市長は３点目の答え的にアンケートの方向は尊

重してということでしたので。ただ、決めるのは確かに実行委員会のそこに集まっている人

たち――区長会も入っているのでその人たちが、最終的には決定するのだろうと思いますけ

れども、そういう中でアンケートをとった中での区長会の意向というのが出てきたときには、

やはりそれを尊重して行うというふうに考えてよろしいかどうか。もう１回お聞かせくださ

い。 

○市   長  １ 六日町夏まつりについて 

アンケートの結果は先ほども触れましたように、検討委員会にまたかけなければならなら

ないですね。さっきも言いましたようにまつりは市がやっているわけではありませんので実

行委員会に。実行委員会の中に期日を変更するとかいろいろの際も検討委員会というものを

設けて、その皆さん方がずっとやってきたわけです。神社側ともこういうことでということ

で一応折衝して折り合いをつけて今までやってきています。 

ですから、どういう結果が出るかは別にして検討委員会を開催して、例えば期日変更をま

たするのだということになったとき、ではどういう本当に問題点が出るのか。さっき触れま

したように全くまつりにただただ楽しんで参加するだけという皆さん方は、その日に自分が

出てきてまつりの準備をしなければならないとか、そういうことまで確か考えないと思うの

です。そういうことも考えてまた１７日、１８日、１９日に戻そうということであればそれ

はそれで私は、私はですよ、別にそれがどうこうということではありませんけれども、検討
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委員会の結果ということだと思っております。 

○岩野 松君  １ 六日町夏まつりについて 

ぜひ尊重していただきたいということを言って、おまつりについては終わりにさせていた

だきます。 

２ 野球場（公式）建設について再度伺う 

二つ目の野球場の問題でございますが、一番目の検討委員会はこれからということであり

ますけれども、私はやはりアンケートの――私どものとったアンケートも１０億円の、とい

うふうにそれだけを問うてあるからそういうふうな書き方で、これは全く民意を問うていな

いという、今、市長の発言でしたけれども、でもそれなりの意向はやはりあったというふう

に理解しております。 

８,０００名の署名が重いということですけれども、本当にでは今、その署名は随分前にと

られた署名で、私も記憶にありますけれども、そのときはただ公式野球場をつくりたいんだ

よねといった希望的観測も含めながら署名した方も私は何人か知っています。必ずしも、そ

の後に実質公債費比率などという、ある意味で自治体にとっては化け物みたいな数字が現れ

てきて（「その後ではありませんよ」の声あり）それに対する市民の思いが非常に、箱もの

に対する懸念が高くなったなあという思いをしております。 

そういう結果もあるのだとは思いますけれども、市長は若者へのスポーツを通しての意義

そいうものも野球場建設には込められるのだということを、この前の私の設問では言ってお

られましたので、立ち上げの中には反対・賛成をとってまでするということはと言いますけ

れども、公募者だけでなくてその他の人たちにも、何ていうか全体がフェアになるかたちで

の検討委員会にしてほしいし、検討委員会の結果はもちろん尊重するのでしょうけれども、

市長そのものはやはり再度伺いますが野球場はつくる方向でしょうか。お聞かせください。 

○市   長  ２ 野球場（公式）建設について再度伺う 

民意、民意というお話が出ますので、では申し上げますけれども、昨年の市長選挙、相手

方、対立候補は１０億円の野球場建設に反対、それ１点ですね。そのお金でこれをするあれ

をする。結果はいろいろありましたけれども、１万８,０００対１万２,０００ですからそこ

で民意が出ているではないですか。その１万２,０００人の反対だけ拾い集めてこれが反対だ

反対だということであれば別ですよ。民意、民意ということであれば、もう選挙で民意が出

ているのですから、今さらそういうことを言うというのは、私は非常に納得がいかないので

す。 

ただ、このことで私がそういうふうにそれを言い張って無理がやりでもということは避け

たいとは思っておりますから、ある意味で皆さん方に丁寧にお答えしようと思っていますけ

れども、全く民意ということだけを言えばもう問題にならない。そして署名８,０００名が今

はどうだろうという、そんなこと私たちがわかるわけもありませんけれども、要は野球場が

欲しい、公式の野球場が欲しいという皆さん方が８,０００名も署名していただいたわけです

から、今どうだという。ではまた署名をしてもらえばいいのでしょうか。 
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それから実質公債費比率などというのはもうその前に出ていますよ。私たちは財政健全化

計画を策定して、その後にこの署名は出てきているのです。実質公債費比率県下ワースト１、

このことはちゃんと出ています。そういうことは当然承知したかしないかは別にして、後か

ら出てきたことではありません。これだけは議員もおわかりだと思いますけれども、そうい

うふうに議論をこうこうとすりかえないことですよ。もっときちんとやっていただきたいと

思います。 

ですから私は委員の皆さん方に、では体育協会の中から選ぶのに賛成の人は、例えばバレ

ーの人は賛成か反対か。サッカーの人は賛成か反対かと、そんなことを問うて委員に選出で

きますか。わかりませんよこれは、私は、反対なのか賛成なのか。ただ、公募委員という方

はやはりある意味では賛成の方、反対の方というぐらいの色分けをして、均等にしなければ

ならないという思いはあります。 

そして今でもつくる気はあるか。あります。ありますから検討も委員会も設けております

し、ただこれは皆さん方何を勘違いしていらっしゃるか知りませんが、私の野球に対する思

いもそれは当然強いですけれども、いいですか、この後もまた言いますけれども、この野球

場建設、あるいは図書館建設、大和のスマートインター。これは合併の際の市民の皆さん方

の声を、その当時、当時の町の議員、町の執行部もそうでしょうけれども、それを受けて新

市建設計画に登載したのです。そしてそれが承認されているのですよ、議会でも。それを実

行しようと思うのは今の執行者として当たり前ではないですか。何か都合が悪いことがあっ

たり、財政的にだめだということになれば、そんなことは全く申し上げるつもりはありませ

ん。 

しかし、財政上は今の試算では大丈夫だ。だから踏み切るのです。このためにでは市民の

皆さん方に、あれを我慢してくれ、これはカットさせてくれ、この分は例えば税を増額させ

てくれなんていうことは、全く申し上げるつもりはありません。そうしなくても財政はちゃ

んと大丈夫だと。そういう試算あるいは見通しがついているから、今ここできちんと皆さん

方に再度、こういうことでということをお話しているわけであります。 

ですから、反対は反対で結構です。結構ですけれども、根拠のない、あるいは感情論だけ

の反対というのはやはり非常に、私が聞いていると無理があるということであります。です

からつくる気持ちはもう満々十分です。 

○岩野 松君  ２ 野球場（公式）建設について再度伺う 

非常に市長の意気込みは強く感じましたが、私はやはり反対でございますので、一言それ

は付け加えておきます。 

実は意見の中には、今、市長が言ったように使えないことへの設問の答えは確かに多いの

ですけれども、維持費の問題も非常に懸念される人も大勢いますし、それが大変になるとい

う答えもありました。それで市長は確かに――私のうちも野球ばかの家族ですので、非常に

野球に対する思いは強いのですけれども、市長も非常に野球が好きでおられるということは

よく存じ上げております。そういう中での思いもちょっとあるのかなと思うのですがそれは
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別にしましても、箱ものもつくるとだんだんとやはりそのときの執行の人たちの思いという

のもありますが、今の野球人口と、我々がずっと育ててきた野球人口では、非常に今、野球

人口はそんなに多くないと。いろいろな多面的な中へ皆さんが一生懸命スポーツを通しても、

そしてスポーツ以外のことを通しても、やはり成長過程としては考えておりますが、今アン

ケートの中では絶対的に反対が多い野球場になぜ固執したのかということ。それはもともと

の思いが何十年前からの思いをずっと引きずっているというのもわかりますが、なぜ野球場

なのかということをもう１回お聞きします。 

○市   長  ２ 野球場（公式）建設について再度伺う 

皆さん方、野球をやられない方も、嫌いだという方もおるのでしょうけれども、日本文理

が高校野球の甲子園大会で準優勝。しかもあの９回裏ツーアウトから。このことに感動しな

かった人がいますか。野球ばかりではないですよ。バレーだってサッカーだってそういう熱

戦を繰り広げてそれに感動する皆さんというのは全部いるわけです。 

ですから別に野球に限って私がこれを突出して進めるということではなくて、前々から言

っておりますように、六日町の建設計画、六日町と大和のときに野球場という問題が出て、

塩沢でも出たのですけれども塩沢は当然ですけれども大原運動公園の総合整備。それを合体

させて、ですから野球場もやりますけれどもサッカー用の芝生の面も確保したい。あるいは

もしできればトラック。陸上競技用の、アンツーカーでももしうまく張れれば。そういうこ

ともできれば整備ができれば。 

そういうことはずっと申し上げていますけれども、なぜ野球場だけ、野球場だけというふ

うに取り上げられるのか私はわかりませんが。まあ金額が一番多いのは確か野球場建設です

ね。維持費そのものは確定はしておりませんが、県下の球場の状況をみますと大体年間１,

５００万円から２,０００万円です。冬は使えません。当然ですけれども長岡も柏崎も三条―

―三条は使えば使えるかもしれませんけれどもまず使えません。私どもの所も当然雪が降り

ますから野球はできません。ただ、これだけ積雪がありますと、その野球場という広い部分

を使っての冬期のスポーツは可能なわけですから、そういうことを今また探っております。

何ができるか何がいいのか。 

そして野球場だけでなくて、例えばテニスはもう全国にも名だたる施設ができているわけ

です。これも国体関連もあって相当の整備費を投入しました。バレーについてはあそこにＦ

ＩＶＢのバレーボールアカデミーというものを設置させていただいて、これもほかに類をみ

ないバレーコートであります。サッカーも今触れましたようにこれからきちんとその中でで

きる整備はしていきたい。あとバスケット、例えばバトミントン、こういう室内競技がござ

いますけれども、ディスポート、そういう所で十分公式的な試合が可能ですね。 

そういう部分をとらえれば野球場だけ突出してということではないのです。今、野球場と

いいますかグランドは何面かありますけれども、そこでは前から言っておりますように、き

ちんとした両翼の部分が取れているわけでもない、センターがどうでもない、観覧席もない、

スコアボードもない、放送施設があるのは今何とか二日町のあそこにちょっと音は悪いです
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けれども、ようやく放送施設だけは整備させていただいていますけれども、そんな状況なの

です。 

さっきからいいますように野球をやらない人は、何で野球場だけという話が出るのかもし

れませんが、ではテニスをやらない人がテニスコートをあれだけのお金をかけて整備をして

いるのにテニスだけなどといってだれか反対した人がいたでしょうか。野球を嫌いな人はそ

ういうふうに心が狭いのでしょうか。 

もっと大きな目で見ていただいて、一番の目的は子どもたちのためであります。青少年に、

幼児も含めてきちんとした夢を与えたい。そしてできうれば年に１度ぐらいはプロの、ある

いは相当技術の上の皆さん方の競技も見ていただきたい。そういう思いからです。あそこで

毎回プロ野球するからつくるとかそんな問題では全くない。そういうことをひとつご理解い

ただきたいと思います。 

○岩野 松君  ２ 野球場（公式）建設について再度伺う 

市長は非常に情熱を持ってそうおっしゃいますが、それはそれとして、そのこと自身は私

もわからなくはありませんが、やはり反対者が今現在非常に多いということを私は言ってお

きたいと思います。そしてもし本当にこれをつくるときには、やはり住民の大きな理解を得

る、そういうかたちで進めてもらいたいことを述べて終わりにします。 

○副 議 長  答弁はいいですか。 

○岩野 松君  はい。いいです。 

○市   長  ２ 野球場（公式）建設について再度伺う 

前々から触れておりますように、私は市民の皆さん方の大半がこのことに反対だというこ

とであればやりません。そこで申し上げますけれども、今あなたは大半が反対だとか、あな

たのアンケートで反対だと、さっきいったとおりですよ。いわゆるサイレント、黙っている

皆さん方がどれだけいると思いますか。反対という人は大体声が高いです。そして意見も言

いますね。賛成だという人は割合と黙っている。そういう実態もあなたはひとつ、共産党の

活動ばかりでなくて、そういうことも含めてよく調査をしていただきたい。あなたがではど

の辺までアンケートをとったのですか。そして私はですからアンケートが来たって出してい

ませんよ、私の所へ来たものは。そんなものです。 

子どものご意見を聞いたことがありますか。これは有権者だけの問題ではないわけであり

ます。そういうことも含めて私は野球場建設も含めた総合運動公園整備は必ずやりたいとい

う思いであります。 

○副 議 長  以上で岩野 松君の質問を終わります。 

○副 議 長  質問順位２０番、議席番号２３番・中沢俊一君。 

○中沢俊一君  「公式野球場検討委」を市民参画の端緒に 

１８番議員の趣旨と重なる面があるかもしれませんが、私は公式野球場検討委員会を市民

参画の玄関口という趣旨でこのたびは一般質問をさせていただきます。今議会は歴史的な政

権交代の重なった時期でもございました。何人かの議員からこの政権交代に関する質問がご
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ざいました。私もじっと見ておりまして、まず経済的な面から今回の政権交代、当たり前の

ことですが、簡単に述べさせていただきます。 

私どもにしてみれば年率わずか１パーセント台の実感のない戦後最長の景気後退が続いた

わけであります。実はこれは世界的な金融バブルの恩恵であった、本当にわずかな成長でも

日本にとってはこれは大きな恩恵であった。しかしながらその成長の中で格差が生まれてき

ました。わずか４年ほど前に年収３００万円で暮らす、そんな本が話題になりましたけれど

も、ほうと思って見てみました。ところがさらに深刻になってきました。ワーキングプアの

発生です。当たり前のごとくこの格差が浸透していった。 

そしてご存知のとおりリーマンショックであります。日本は低所得の国に向かって進んで

いる。ＯＥＣＤの中での順位をみてもこれはやはり否定できないと思っております。私も昨

年の派遣切りで職を失い今は生活保護を受けている、そういう男性と話をする機会がござい

ました。有効求人倍率は複数の議員さんが言ったとおりでございます。そして求人があった

としても１２万円、そこから保険料や何やらを引かれると１０万円を切ってしまう。また、

ハローワークの職員も、バイトの人が１２万円やっとですよと、そんな声が聞こえてきたそ

うであります。 

そういう中で国民は官僚のむだ、それから議会の不信、そういうことを踏まえて雪崩現象

的に民主党に投票した。これはもうだれもが実感していることだと思っています。そういう

中でこの消費の形態として持たない文化というのが浸透してきました。産業界ではもちろん

リースが早くからありますし、最近では自家用車、リゾートマンション、当然のことながら

複数の人が一戸の、１台のそういう物件を共有して使う。持つことへのリスクこれにやはり

大勢の人が恐怖を感じている。住宅などは全くそうであります。 

これは井口市長が掲げております地域完結型、決してこれは箱ものに限ったことではない

とは私は思っておりますけれども、これと少しずつずれてきているのかな、そんなふうに私

は感じているわけであります。箱ものを持つことへの漠然とした恐怖感。夕張がそうでした、

簡保の宿がそうだった、グリーンピアがそうだった。なるほど補助金を使ってつくってはみ

たもののやはり維持費その他でだんだんと真綿で首を絞められるように自治体は疲弊してい

った。 

こういう背景から少し私は、前回でも一般質問申し上げましたけれども、この公式野球場

検討委員会に関する市民参画これをいい機会だ、市民が市政に対してごく身近なテーマで、

またとらえやすいような財政規模によって参画するいい機会だということで、この中身につ

いて今日は再度質問させていただきます。 

私はうらやましいと思って隣の町を見ていることでありますけれども、例えば基幹病院の

問題については魚沼市では市民フォーラムが何回かの検討会を繰り返しました。また少し古

い話になりますけれども合併によって９６人もの議員が生まれて、在任特例をめぐってリコ

ールまで起きた。やはり市民がそれだけ問題は大きかったにしても感心をも持っていたとい

うことだと思います。これが私は町をつくるための大きな力になる、民度といってもいいで
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しょうか、そういうことに私はつながると思っております。 

そこで、この検討委員会に公募の委員を採用するということを６月の一般質問の私の答弁

では市長は約束――約束ということではありませんけれども表明してくれました。ただ、公

平にみて賛成・反対余り偏らないようにと、それは私も全くそのとおりで結構だと思ってお

ります。 

そういう中でそれでは一般市民に対して公開はどうだ。公開というと例えば検討委員に対

してのネットでの攻撃、そういうものが考えられる。そういうことにさえ配慮ができればや

ぶさかではない。そういうような答弁だったと私は受け取っております。その辺のことに配

慮しながら私は、さまざまな情報を公平に開示をした中で、一般市民のフロアからの発言も

得ながら検討委員の皆さんがそこで慎重な検討と決断ができると、そういう仕組みをぜひつ

くっていただきたい。 

そして前者への質問でも市長はただいま答弁しました。私はここでその建設の前提となっ

ております二つの点、１点は三町合併協議のときに公式野球場建設ということが既に表記さ

れていた、決まっていたということに、私は少しまだ疑問がありました。これは担当課から

私なりに取り寄せた文書によれば、そういう文言は、私の手元には届いていなかった。それ

がひとつ疑問といえば疑問でございます。この点について明確なもう１回私はお答えをいた

だきたい。 

そして、建設推進にかかる署名、８,０００人分のこの重さ。確かに数としては大変な数で

あります。これの背景についてもう一度ここで確認したい。そしてそれを検討委員会の場所

でまた再度検討していただきたい。そのことについて市長の説明を受けながら次の質問を行

いたい。これで壇上からの質問を終わります。 

○副 議 長  質問の途中ですが、昼食のため休憩といたします。開会は１時５分といた

します。 

（午前１１時４９分） 

○副 議 長  会議を再開します。 

（午後１時０５分） 

○市   長  中沢議員の質問にお答え申し上げますが、昼食時間を１時間おきましたの

で、詳細な部分でもし落ちがありましたら、また後ほどご指摘いただきたいと思っておりま

す。 

「公式野球場検討委」を市民参画の端緒に 

 地域完結型社会が箱ものかということです。そうではありません。地域完結型社会と私が

いつも申し上げておりますように、簡単に言えばゆりかごから墓場までということでありま

す。別に箱ものをつくるがための地域完結型社会ということではありませんで、この地に生

まれて生涯をこの地で健康で健やかに楽しく暮らせる。そういう社会を築き上げていきたい

というのが地域完結型社会であります。別にそのためにあれをつくらなければならない、こ

れをつくらなければならないという、そういう具体的なことを掲げてのことではありません
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ので、別に箱もの行政と地域完結型社会ということは全く連動しましせんし。ただ、施設が

必要なこともこれはもうおわかりでしょうから、例えば病院、あるいは学校、こういうこと

は箱ものと言えば箱ものでありますから。そういうことであります。 

隣の市がうらやましい。それはうらやましがっていただくのは結構でありますけれども、

隣の芝生は青く見えるという言葉がよくありますが、自分たちの住んでいる部分にもっとや

はり誇りを持っていただく方がいいのではないかと。まずもってそこから申し上げまして。 

市民参画の端緒にということであります。別にこのことが市民参画の端緒と――私は今ま

で市民参画ということはずっと申し上げてまいりましたから、他の市に例のないことは、就

任以来、町長に就任以来ですよ、もう毎年相当細かに市政懇談会。私はこういうことが一番

の市民参画だと思っています。そこで私どもの話を申し上げて、そして市民の皆さんからご

意見を吸い上げていくわけですから。もう数とすれば相当の皆さん方に市の現状を説明しな

がら、また市の計画を説明しながら、ご理解いただいていたところであります。 

あの委員会をつくったとかこの委員会をつくったとかということが、本来の市民参画では

ないわけでありまして、不特定多数の皆さん方がやはり常に市政に対して希望も、苦言もそ

ういうことも言えるという場をつくるのが私は本当の市民参画だと思っております。ですか

ら委員会をつくらないということではありません。いろいろ必要な際はそういう委員会的な

ものはその都度設けてやってきているわけでありますので。ただ、おっしゃるように市民参

画ということは非常に大事なことでありますので、これからも十分そういうことに意を用い

ながらやっていきたいと思っております。 

 情報を公開するか。先般申し上げました。全く公開することにやぶさかでございません。

例えばこの検討委員会をですね。ただ、その中で非常に過熱している一部に議論がございま

すので、あの委員がこう言ったとか、この委員がこうだったとかということはやはり避けた

い。どういう議論が出たなどというのはいつでも公開しますし、傍聴の部分とかそういうこ

とがあればきちんとした約束事項の下で傍聴していただくことも、全く私は自分からそこを

断るつもりはありません。ただ、委員の皆さん方にまずは最初にそういうことをお伺いをし

て、それで良ければいつでも公開いたしますのでお願い申し上げます。 

 そこで公式野球場。３町合併協議における公式野球場建設の表記ということになっており

ます。これは３町合併協議がずっと進められてきておりまして、途中塩沢町が１回離脱しま

した。ですので大和・六日町の合併協議会の際の正式資料でありますが、振り返りますと塩

沢との３町協議でずっと進めてきたことをいったん塩沢が離脱しましたので、塩沢地域の部

分をそっくり大和・六日町部分からは１回落としてそれで大和・六日町の合併協議会の中で

決定されたものだというふうに思っておりますが。 

平成１６年３月２５日第７回合併協議会、これで町づくり計画最終案を提案いたしまして

原案のとおり可決いただいたわけであります。そしてこの中に新市建設計画附属資料、一般

的に新市建設計画については文言の表記で、金額がひとり歩きすると困るから金額は計上し

ないというのが原則であります。 
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しかし、附属資料をちゃんと渡してありますその中に、例えば社会教育の中で生涯学習施

設整備事業１４億円、図書館と情報ネットワークセンターなどの機能を合わせもつという文

言で記入されております。そしてスポーツ欄でスポーツ施設整備。運動公園スポーツ施設整

備。市民がスポーツに親しめるとともに競技スポーツの向上が図られる施設の充実整備の推

進。注書きで長森運動公園を含む。２３億円。こういうふうに明記をされているわけであり

ます。 

ですので、その中にテニスコートだとかあるいは野球場だとか、サッカーコートだとかそ

ういう具体的な表示というのはほとんどしてありませんけれども、金額的なこと、あるいは

議論の中では十分申し上げてきたつもりであります。これが表記をされているというふうに

私は考えておりまして、ですからそういう皆さん方の議決に基づいてここに掲載されている

事業を具体的に推進していく。 

そのために何年度にどれだけの財政を投じる。そしてその投じた財政規模によって市の財

政に大きな影響があるか否か。市民の皆さん方に先ほど触れましたように負担増を求めたり、

サービスを低下させたりするようなことがあるか否か。これをまた昨年、一昨年改めて精査

をさせていただいて、そういう影響のおそれはほぼない。そういう段階の中で新市建設計画

に搭載された事業をまた総合計画の方にきちんと搭載してきたということであります。 

塩沢さんのなぜ大原運動公園になったかということは、これは先般申し上げましたとおり

塩沢さんが１回離脱していますからその後入ってきた中で、大原運動公園の施設整備、ここ

に４億円強の予算が盛られておりましたのでそれを合体させていただいて。そしてその後の

新市の体系の中で、塩沢地域は当市南魚沼市の観光とスポーツのエリアの軸だと、こういう

位置づけをさせていただいた。議会の中でも若井議員からもご質問がありましたように、野

球場はどこに建設するつもりだ。塩沢の大原運動公園が適当だと思いますので、その方向で

ということで、それで皆さん方から当然異論もなくご了承いただいているものだというふう

に思っております 

 次にこの署名でありますけれども、評価と言われましてもこれも岩野議員にお答えしまし

たように約６万２,０００の人口の８,０００でありますから１３パーセントであります。私

が経験する限り今まで市、あるいは町のいろいろな問題の中で、これだけの署名が集まって

推進、あるいは反対というようなことは記憶がございません。ですので、非常に重いものが

あるというふうに思っております。 

再度申し上げますけれども経過はそういうことでありますのでこれが、私はそのときはそ

れは知らなかったけれども、それは反対だということであれば結構ですけれども、知らなか

ったわけではないわけですね、議員をなさっていますから。そうだと思います。それでなぜ

では今になってそういうことが出てくるのか。これが私は非常に不思議なことの一つであり

ます。 

そして岩野議員もそうですし、該当する議員が２～３いらっしゃいますけれども、このこ

とをまた今の市議選の中で取り上げて、非常に混乱をさせている部分はあるというふうに考
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えております。それが悪いとは言いません。しかしながら自分でその場にいて議決をしてい

ただいて、その部分を今、あたかも反対であったと言わんばかりのことを申し上げながらや

るというのは、私は非常にやはりフェアじゃない。自分もこうであったと。だけれども、今

考えればこういう状況だからこうだということを、ちゃんと説明すればいいですよ。全く説

明がないではないですか。 

去年の市長選も同じです。ただ、１０億円という問題だけを取り上げてその１０億円があ

たかもほかの事業に使えるような表記をしながら、ほとんど１点そのことで皆さん方は選挙

をやってきたわけですから。さっきこれも岩野さんに申し上げました。民意の結果は１万８,

０００対１万２,０００ですよ。そういう面で私は信任をいただいたと思っておりますので、

今さらその反対がどうだこうだ、それは聞きます。 

そして先ほど申し上げましたように大半の方がそれはいらない、反対だということであれ

ば、当然私がそれをごり押しするつもりは全くございませんけれども。私は粛々と議会の議

決にしたがったものを、合併協議会の議決にしたがったものを、そして民意を受けながら今

この事業執行について検討を重ねているというところでありますので、よろしくお願い申し

上げます。 

○副 議 長  従来方式でお願いします。 

○中沢俊一君 「公式野球場検討委」を市民参画の端緒に 

 まず最初の方でありますが、なるほど将来構想策定委員会でしょうか。民間の人たちを含

めて４７～４８名だったでしょうか。そういうものが発足して７～８年前になると思ってい

ます。そういう中でどれだけの私は話し合いが行われたか。また、確かに運動施設、総合運

動公園、そういうことはあったかもしれませんし、私はそれに反対するものでは全くござい

ません。 

しかしながら、そのときに明確に公式野球場という表記があったかどうかということ、私

はそれを１点だけ確認したかったわけであります。そして７年間、平成１６年のこの発表が

行われてからでももう５年が経過しました。合併ということを目の前にして私どもはみんな、

ある意味むだが省けて今までやれなかったことがやれる。ばら色に目を開いておりました。 

ですから、多少は余裕を持った金額の、例えば合併特例債の表示であるとか、こういう事

業の表示であるとか。それはあったかもしれません。私はそういう全体像に対しては確かに

賛成しましたけれども、この公式の野球場ということについては、私はその後聞いておりま

せん。笑い事ではありません。まだです。 

それからこの８,０００人の署名の件であります。なるほど大変な数でありますし、しかも

これが平成１９年の１月に皆さんに提示されて１カ月余り後の２月２６日にはこれが市に対

して要望書として提出されております。本当に短期間の間にこれだけの多くの署名がとれた。 

１８番議員が発言しましたけれども実質公債費比率、それから夕張の憂慮、これが今から

３年前に明らかになりました。時系列的に申し上げれば、１９年の１月にこの署名簿が回っ

て２月の早い段階でできあがった。そしてその後、夕張は３月６日に破たんをしました。１
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９年の３月議会、６名の議員が財政健全化について一般質問に登壇しております。議員諸兄

でさえと言っては失礼だけれども、この時期に６人の議員が登壇している。一般市民のこの

財政に対する理解度は、私は市長が言うほど広がっていたとは思えません。 

また、この８,０００人の署名の重みでありますけれども、私どもが２０年近く前に魚沼コ

シヒカリの別途上場、銘柄化を目指して署名をしました。六日町管内だけですが当時６,７０

０人の署名を集めました。これも重かったと思っています。それは趣旨と目的が一致しまし

た。 

署名はどうあれ、それは市長がいろいろな経過の中で提案をするのは、これはもちろん市

長としての自由でございます。しかしながら時代が変わっているということ。再三申し上げ

ました。そして市民の要望もそれから何ていいましょうか、不安感も変わってきております。 

そういう中でこの２点だけを論拠に私は進めていただくのはどうかと思ったものですから、

検討委員会でのその検討の充実を私は申し上げておるわけであります。当然公開ということ

を市長は６月議会で明言してくださいました。それに沿ってまたそこに参加する傍聴者、一

般市民、ルールにのっとってこれを進めていただきたい。そういう意味で私は非常にわかり

やすい公式野球場というテーマ、また、イメージしやすい予算規模。これは私どもが、市民

が責任を持って市政に自分の考えを持つ、練り上げる。そういういい機会だと思ったもので

すから、今のように市長にこの検討委員会の充実を提言しているわけであります。 

○市   長  「公式野球場検討委」を市民参画の端緒に 

後段の方からまいりますけれども、その検討委員会の充実はもう申し上げるまでもござい

ません。先ほど触れましたようにそういう層の皆さん方からそれぞれご参加をいただいて、

十分な議論をしていただこうと。こういうふうに思っていますので、しかも今、申し上げま

したように情報そのものは、いわゆる参画をされている委員の皆さん方が差し支えなければ

もう十分公開いたします。 

一番前々から申し上げておりますように、近ごろのこのネット社会という部分に私は非常

にそういう面で危惧を感じますから、余りにも個人的な部分で攻撃をされたり、嫌がらせま

では言わないでしょうけれども、そういうことは避けるべきですから参画をされた皆さん方

のその委員の皆さん方のご意見を伺った上でさせていただく。ただ、個人名は伏せた上でそ

の議事録を公開しろとか。それは十分やります。どうぞひとつご覧になっていただきたいと

思います。 

 さて、そういう何ていいますか、今になってこうであったああであったという話になれば、

これはもう。では、長森運動公園というのは何のために、当時六日町があなたが尊敬する町

長が買収したのでしょうか。そこから始まっているのですよ、元は。そして六日町としてあ

の土地をやはり有効利用しなければならない。運動公園、そういう中でいろいろのことを考

えながらやっていきますと。野球場建設も当然そのうちの一つであります。 

そして合併の特例債を利用するという中でなければ、野球場とかスポーツ施設に対しての

補助というのはほとんどありませんから、今がチャンスだ。これを逃せばほとんど永久的に
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こういうことはできない。テニスコートのあの８面増設だって、国体を控えておりましたか

らですけれども、やはり合併特例債ということが利用できる中で本当に短期間にすぐできた

わけです。そういう思いであります。 

そして夕張市は私は知りませんでしたけれども――知りませんというか夕張のことはわか

っていましたけれども、年月まではわかりません。私どもの市はもう平成１８年の４月１日

から市の財政健全化計画を発表させていただいて、職員の給与カットを始めとして財政健全

化に取り組む。これを市民の方が知らないはずはないわけです。全く関心を持たなければ別

ですけれども。 

私は第二の夕張というかになることは絶対にあり得ない。そうしてはならないということ

を市政懇談会の中でもずっと申し上げてきました。市報の中にも確かそういうことを書いて、

新年だか何かのときにやっていると思います。年度初めでしょうか、よくわかりませんけれ

ども。ですから、夕張が出てきたから状況が変わったとかそういうことでは私はない。 

ですので、先ほどから触れておりますように、長年の悲願でもあります、スポーツ施設の

整備というのは。こういう合併特例債利用の時期でなければでき得ない。そして合併協議会

の皆さん方からもすべて了承していただいて、新市建設計画に搭載をされて、そして今度は

それをでは私が私の立場でどう実行に移していくか、財政をにらみながら。 

しかも私がこの総合運動公園整備ということを打ち出した際には、財政健全化が本当にな

るか否か、その判断の上でこれは大丈夫と。全部試算をさせましたから。その中で大丈夫だ

からということで去年、おととしの１２月でしたか、皆さん方にこれは議決ではありません

けれども申し上げてきたところであります。 

反対される方はそれはそれで結構なのですけれども、何ゆえに、さっきも触れていますよ

うにそのお金を使ってこのことができるではないか、あのことができるではないかと。この

ことなのですね、ほとんどが。そして市民に過大な負担がかかるとか。まだ負担なんてわか

りません。極力負担を少なくするように、これから私どもがやるとしたら努めなければなら

ないわけですから。そういうもう前提条件。 

ですから、合併特例債は他の事業に使えないということは、それは議員ご存知でしょう。

ご存知ありませんか。こっちへこうあげていたのに別のことをぽんと持ち出してきて、例え

ば老人ホームを建設しようとか、それはできないのです。そういうことであります。しなけ

ればその部分は国から交付されないというだけでありますので、使わなければそれでいいと

いうことですね。 

さてそこで、市長の自由だと言ってもこれは市長が自由にやっているわけではありません。

建設計画にのっとって、そして総合計画をやりながら。しかも言い忘れましたが六日町は地

域審議会、これは設けなかったですね。その当時いらないということで。大和、塩沢はきち

んと設けていただいて、このことも含めて常に大和、塩沢この地域審議会に全部出している

わけです。そこで１点も、一つも反対ということはあり得なかった、今までですね。去年も

出しましたよ、ちゃんと。塩沢にも大和にも出して、野球場建設ということも出して、そし
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てこれこれこうで何年からこれを搭載していきたい。そこまで載っているのです。 

そういう順序を経て私がやっておりますので、別に私が自由にやたらにあこらへ載せてき

たとか、この辺から急に持ってきたなどということでは全くあり得ない。まず、その前提を

皆さん方でやはり共有していただかないとだめです。そしていろいろは申し上げませんけれ

ども、単にためにするような議論、そういう行動はやはりお互い慎むべきだろうと思ってお

ります。 

 ８,０００人が早い時期に集まったと、これはだって皆さん方が必死になって集めればあれ

でしょう。野球関係の皆さん方やその推進の皆さん方が大勢で回れば、１カ月あれば十分集

まるわけではないですか。本当に賛成していただける人がこれだけいたということは。無理

やり説得をさせながら、説き伏せながらということになればこれは時間がかかります。野球

連盟の皆さん方がこの署名を提出いただいたときは、もう時間的にこういう時間であったの

で、あの皆さんにすればちょっと少ないかもしれない。まだ本当にきちんと回ればもっとも

っと署名は集まりますけれどもとりあえず、ということで約８,０００名の皆さんの署名をい

ただいたものであります。 

このことに早すぎるとか遅過ぎるとかといわれても、それは署名を集めた皆さん方に対す

るある意味冒とくだと思いますから、これもやはり余り聞きたくない言葉であります。コシ

ヒカリ共和国のときがどうであったか、私はちょっと存じてはいませんけれども、それだっ

て皆さん方が必死になって、こういうことだということで皆さんに説明しながら集めた署名

でしょう、６,０００人。これだってそうですよ。ただ何でもいいから書いてくれなんていう

のではないのですよ。趣意書も付けて、そして一軒一軒回って、どれだけの労力を要したか

私はわかりませんけれどもそういうことであります。 

ですから、議論は議論としても前提をきちんとご理解いただいて、経過もご理解いただい

て、そして今、こういう結果を出しながらやっているということも十分ご理解いただきたい。

ただ単に自分の広報誌に取り上げて、私は反対だとか、それはそれで結構です。結構ですけ

れどもなぜでは今の時期なのですか。なぜ今の時期なのですか、号外まで出して。そういう

ことが非常にためにする議論行動だというふうに、私には取れるのです。以上であります。 

○中沢俊一君  「公式野球場検討委」を市民参画の端緒に 

質問以外のことについても発言いただきまして恐縮しております。後段のことについて私

はここでは申し上げるつもりは全くありません。私のあれは考えであります。（「この際だか

らよく申し上げていただいて、それはきちんと議論しましょうよ。生煮えだ。」の声あり。 

まず前段からでは申し上げましょう。議長の許可を得まして、市長にある分析のチャート

をお渡ししてありました。これには全国約１,８００の地方自治体の財政についての指標、こ

れをグラフにしたものが載っております。私も初めて実はこれを７月にあるセミナーで見ま

した。これは総務省の方で、なかなか各自治体が数字を出せと言ってもそう出してくれない。

いろいろな資料を集めながら総務省の方が独自につくったチャートだそうであります。 

ここには七つの財政分析の指標が載っております。それがグラフになっております。南魚
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沼市はその１,８００ほどの自治体を３５に分けた中の――これは人口とか産業構成は別だ

そうでありますけれども、１２７の類似団体というそういう部類に入っています。 

ちなみに、時計と反対回りにこの指標を、他の自治体１２６と比べて今申し上げます。財

政力指数、これは０.５０であります。１２７自治体中８９位。ちなみにこの平均は０.６５。 

２番目に経常収支比率９３.２。これは１２７中６０番であります。この時期にはご承知の

とおり職員の５パーセント給与カットが行われておりました。 

３番目に人件費、物件費、これを市民一人当たりで割った額がいくらであるかということ

であります。１６万５２５円。これは１２７自治体中１１８位であります。平均は１１万６,

５４２円。 

４番目、ラスパイレス指数。これはさすがに５パーセントカットの時期でしたものですか

ら非常にやはり低い。１２７自治体中１０位であります。９２.６。ちなみに他の自治体平均

は９７.３でありました。 

５番目、職員数。これは市民１,０００人当たりであります。１１.７８人。医療職員を含

んでおりません。１２７自治体平均は８.２３人。１２７自治体中１１８位であります。 

６番目、実質公債費比率。これはもうご承知のとおり２３.５パーセントでありまして、平

均１４.２パーセント、１２７自治体中１２６位であります。 

７番目に地方債の残高。これは多分一般会計でしょう。市民一人当たり６２万７２１円。

平均は４２万７４４円。１２７自治体中１０９位。 

私は一つのことを取り上げて言っているつもりはございませんけれども、こういうことを

改めてグラフで見た場合、やはりうちの市のここに出てくる面積の割合が非常に低いわけで

すよ、小さいわけです。 

私は養豚をやっていた時代、全部他のメンバー１００何十人中のすべての財務指標、それ

から成績、これを公開のグループにしたものですから、すべて公開をしながら自分がその中

でどの位置にあるか。非常にやはり低かった。でありますからこれは失敗した人間の、本当

に本音でございます。他の同業――言ってみればこの１２７の自治体は、同業他社と言って

も私はいいと思いますが、その中でやはり地位を上げて、財政力を上げてどれだけ安全な中

で市民サービスを行えるか。それを私はやっぱり図るべきだと思っております。 

そういう中でこの野球場建設。本当にこれは一つだけ取り上げて私は申し訳ないかもしれ

ませんけれども、非常にわかりやすい。わかりやすいテーマであるということ。何度も申し

上げます。余りふさわしいことではないかもわかりませんけれども、ひとつ私は子どもたち

の夢を語るということで気になっている西洋の格言がございます。子育ては難しい。だがひ

とつだけ確実に子どもをだめにする方法がある。欲しがるものをすぐさま買い与えることだ。 

これは決して子育てに限ったことではございませんが、市民がですよ、もうあれも欲しい、

これも欲しい、それができる時代ではないということは、みんな市民がわかっているはずで

す。その中で漠然としてさっき私が申し上げたような類似団体との力の格差がわかっている

かもしれない。そういう中でこの野球場建設には疑問を持っている市民が大勢いると私は思
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っております。 

検討委員会が立ち上がるというこの時期です。私はこの８,０００人の署名の重みはさっき

はいろいろ言いましたけれども、私は尊重します。この署名の趣旨には場所も金額も書いて

なかった。それでも欲しいという気持ちは、それは私は尊重します。しかしながら、もし仮

にそういうのはいろいろな情報を分析した中でも、把握した中でも、私はいらないというで

は署名がこれを上回る数集まってきた場合、私はやはり市長からも慎重に考えてほしい、そ

んなふうに思いますが。これが最後の質問になります。いかがでしょうか。 

○市   長  「公式野球場検討委」を市民参画の端緒に 

お答え申し上げます。この財政分析比較表、これは以前に私も見せていただいております

し、今日もまた資料としていただきました。いちいち申し上げるつもりはありませんが、財

政力指数、財政力の指数ですね、これは。これは１９年度ですから、今２０年度分がちょっ

とこれから上がっておりますし、それから今の補正予算の中でも申し上げましたとおり、２

１年度に――２０年度も基金取崩しを予定しておったものを全額取り崩さずに基金に積み立

てて、そしてその上でまた実質的な収支、実質収支１億８,０００万円を今また補正させてい

ただいた。 

そして２１年度予算も３億５,０００万円基金を取り崩す予定でありましたけれども、それ

ぞれの処置がなされたりということの中で取り崩さずに済む。当然ですけれどもそれをまた

基金に積み上げていくということであります。ですから財政力とか実質公債費比率とか、あ

るいは経常収支比率とか、悪かったものは年々良くなってきているわけです。これは一挙に

ぽんと数字なんか上がりません。徐々に徐々にこの数値を上げていくということだと思って

います。 

経常収支比率がちょっと私どもはいつも高いのです。これは分析しますと悪いことではな

いのです。悪いことではなくて、私どもの市は他の市と違うところが、公立保育所を非常に

いっぱい抱えております。運営しています。ここに経常収支比率がやや高いという部分は一

番の元がある。ですから、極力できるところは公設民営ということでやっておりますけれど

も、全部をとても公設民営になどできません。ですから当然、保育士さんはこれからもまだ

必要な部分があるわけですから。この経常収支比率はいわゆる収の方を上げればこれは下が

っていくわけですけれども。収がそう簡単に、何か宝くじに当たったみたいに何十億円もぽ

んと増えるなどということはあり得ませんから、着実に、着実にこの数値を下げていく。あ

るいは上げていく、このことに努力するということ以外にないわけであります。 

実質公債費比率も皆さん方にお示しのとおり、平成２７あるいは２８には適正水準の１８

パーセント以下にもっていけるという見通しがついているわけですから。しかも、これは再

三おっしゃっていただいているように例えば野球場も――野球場ということではない運動公

園。そう言ってください、今度は。野球場ばかりとは言わないでください。 

それから図書館。これも先ほど触れましたように１４、５億円という部分で計算をしなが

らやっているわけです。それを建設してなおかつ市民の皆さん方の負担増を求めずに、そし
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て今あるサービスを落とさずにやっていって、これが達成できるという数値を出しているわ

けですから。財政の心配は毎日毎日です。ですけれども、過度なご心配をなさって、それが

あたかも六日町が今、非常に第二の夕張だとか、それに近いとか。そういうふうなことはや

はり私は言ってきません。 

市民の皆さんには、今年は市政懇談会に財政的な問題については、お陰さまで見通しがほ

ぼ立ちましたと。ですので、過度なご心配はなさらないでいただいて結構ですということは

ずっと申し上げてきました。それだけ一応財政の健全化についてはある程度達成できるとい

う見通しがついたということであります。 

ですから放漫経営に陥ったり、どんどんとむだなものをやたらにやったりということは全

くやるつもりはありませんけれども、住む所のステイタスを上げるということだって必要で

すね。ですからできることはやらなければならない。 

そして西洋の格言。この格言は何を勘違いしていらっしゃるのかしらないけれども、子育

ての際はいつもいわれていることです。もうだだをこねて何でも欲しい、それを買い与える。

これは子育ての中で一番悪いということはずっといわれています。別にだだをこねて野球場

が欲しいと言って泣いて騒いでいるわけではないのですよ。皆さん方もおっしゃっているこ

とは、子どもたちがこういう球場で野球ができれば、本当に素晴らしい。子どもたちが目を

輝かせて。 

この間、この地域の少年野球の子どもたちが震災復興の関係でエコスタジアムに招待にな

って行ってきました。もう素晴らしいです。本当にもうあこがれ、そして夢、こういうこと

を与えてやるというのは大人の責任ではないですか。そうだと思うのですよ。だだをこねて

あれもこれもやたらになどそれは当たり前のことで、別にこれは絶対だだをこねていること

にはなりませんよ。皆さんが普通に思っているのです。ただ、雪国だからできないだろうと

か、財政的に非常に厳しかったときがありますからそれは無理だろうとか。そういう思いが

あるから今まで控えてきたのだと思います、私は。 

ですから、この格言と野球場だの図書館建設を一緒にするというのは、ちょっとこれは的

外れ。そういう中で、このいただいた中での地位を上げていくということには、それこそ毎

日、毎年努力をしていますので、徐々に上がってくるものだろうと思っております。人件費、

物件費の部分も高い。当然だと思っています。合併してまだこれから人件費といいますか人

員は減らしていく今は途中でありますから。きちんとした姿になったときに、ではこれがど

この順番に行くかということです。 

合併した市町村はみんなそうだと思いますよ。相当大規模な人数を抱えてそれを生首切る

わけではありませんから、年々減らしていかなければならない。しかも、仕事量は増えてい

るのです。そういう中でやっていくわけですから、一挙に１,０００人いたのを５００になん

かできるはずがありません。企業のいわゆる人員整理とはちょっと違うということは、ご理

解いただけると思いますけれども。 

そして徐々に減らしていって平成２７年、あるいは２８年にはこの中でどの程度の数値に
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いっているかわかりませんけれども、間違いなく将来的な財政の心配をしないで済むように

やっていこうと、そういう思いです。ただ、私も２７年８年までいるかいないかそんなこと

はわかりませんので、自分の任期中あと３年ちょっとのこの間に、もう絶対揺るぎのないと

いうくらいの財政基盤は築いて、そして後輩に託すところは託そうと思っていますから、よ

ろしくまたお願い申し上げます。 

○副 議 長  以上で中沢俊一君の質問は終わります。 

 質問順位２１番、議席番号１９番・笛木信治君。 

○笛木信治君  傍聴者の皆さん、傍聴においでいただきましてありがとうございました。

分けても大先輩の傍聴をいただきまして、本当にありがとうございました。私は通告に基づ

きまして市民の福祉、暮らしを守る立場で、発展させる立場で質問をいたします。 

１ 民主党政権と地方行政運営について 

初めに民主党、この政権交代がなったわけでありますが、民主党政権の実現と地方行政の運

営、この関係についてお聞きするものであります。この問題についてはここ２日間の一般質

問は今日を加えて３日ですが、同僚議員の方から再三にわたって質問がありました。多少重

複するところがあるかもしれませんが、私はまたなるべくそうした重複を避けながら、別の

角度から質問したいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 まずこの総選挙、民主党の圧勝に終わりました。これによって自公政権が退場するという

ことになりました。戦後５４年も続いてきた自民党政権が歴史の舞台から消えたということ

であります。かつて政党の離合集散によって反自民の政権が誕生したことはありますが、国

民の手によって政権交代が行われたということは歴史上初めてであります。 

この民主党が獲得した３０８議席、これについてもさまざまな議論があります。小選挙区

制という選挙制度、この制度によるところが大きいといわれております。何しろ４８パーセ

ントの得票率で７４パーセントの議席を獲得するわけですから、まさに選挙制度の魔術とい

うことができるかもしれません。 

しかしながら、獲得した議席の多いということもありますが、今回の政権交代の根底には、

やはり国民の自民党政治に対する大きな不満と怒りがあったということは確かであります。

政権交代が終わって株式市場も余り乱高下をしないと。国民がいたって平穏であるというこ

とが特徴的でありますが、これは民主党の政権になってもそう大きな変化はないと見ている

からでありまして、自民党と民主党に大きな差異はないというふうに国民は見ているのでは

ないかと思うわけであります。 

識者の間では民主党が勝ったのではなく、自民党が負けたのだというふうに言う人もあり

ます。私はこれはなかなか言い得て妙であると思いますが、いずれにしても今後国政の在り

方、地方政治の上でもさまざまな変化が出てくることは確かであります。正確な現状認識に

よる対応が市民の利益を守る、その上で大変重要であると思いますのでお聞きするものであ

ります。 

 初めにまず総選挙でのこの民主党の圧勝。これを市長はどのように受け止めているか。こ
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のことをお聞きするわけであります。この選挙、政権交代を果たしたいという多くの国民の

思いがあったわけでありますが、それは民主党政権の実現というよりも、自民党政治ではだ

めだということに大きなやはり国民の思いがあったということがいわれております。 

このことはなぜそういうことになったかという点が非常に重要であります。私はここ２～

３日の一般質問の議論中でその点が弱かったという気がいたします。端的に申し上げれば、

ここ数年来、ここ１０年来の自公政権による構造改革、このことによる市場原理の導入、あ

らゆる部門に市場原理が導入されたわけであります。格差社会が進行しました。貧困層が増

大しています。医療、福祉の後退もありました。こうしたことに耐えられなくなった国民が、

そうした現状を変えたいという思いから、民主党への投票行動に走ったというのが識者の一

致するところであります。 

しかし、こうした中で国民はまた民主党の政策を支持してというよりも、まず政権交代を

求めたということが本質であります。民主党に一抹の不安を持っているという世論調査が

方々の世論調査で示されておりますが、これはそのことを如実に表していると思います。民

主党がこうした国民の複雑な思いを受け止めて、国民の意に沿った方向での政治を展開して

いくのかどうか。これが注目されると思うわけでありますが、市長はどのように受け止めて

おられるのかお聞きするものであります。 

 ２番目には政権交代で国政の在り方が変わると思うわけでありますが、この点について昨

日来から議論ありましたがさらにお聞きするものであります。民主党は脱官僚を公約してお

ります。政治家主導の政策展開をやるということであります。国家戦略部局を置くというこ

とで人選が行われておりますが、このことだけを見ても、国政の在り方が大きく変わるとい

うことが伺えるわけであります。 

地方からすると一番の問題は、今までどおり要望や陳情、これをどこへ向けたらいいのか。

あるいはそういうルートが変わるのかどうか。昨日のどなたかの一般質問の答弁で市長は、

新潟県では自民党の議員が長島先生一人になった、というようなお話がありました。そうす

ると過去に持っていたこのパイプというようなものはどうなるのかという話もあります。 

また、私どもも政府交渉というようなことで各省庁へ出かけていくのですが、今までは政

治家の先生というよりも、各官庁の官僚が出てきて対応するというパターンが続いていたわ

けですが、これもどうなるのかという思いがあります。市長のお考えになっておることをお

聞かせ願いたいと思います。 

 そして３番目には民主党が選挙の公約の中で地域主権の確立。地方分権のことを言うのだ

と思いますが、こういうことを言っております。この内容、明らかでありませんが、地域主

権の確立ということはひとつには地方分権、税源の移譲とかそうしたことを指しているのか。

あるいはその地方の位置づけについて、市や市町村の位置づけについて独自の考えがあるの

か。今のところ見えてきませんが、いずれにしても地方を重視する、地方の意思を尊重する

姿勢があるのかどうか、これが問われるわけであります。市長はどのように見ておられるか

お聞きするものであります。 
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２ 財政運営について 

 次に財政運営についてであります。これも多くの同僚議員から質問がありまして既に解明

されておりますが、あえてお聞きするものであります。主として２０年度決算これを中心に

してお聞きをしますが、一番目には財政健全化計画。これがいずれの基準値を下回って実質

公債費比率が２２.９パーセントとなったということであります。これは将来負担比率も１７

６パーセント。これは３５０パーセントが基準がですから半分ということでありまして、会

計監査委員の意見書も特に指摘する事項はないというものであります。大変結構な話であり

ますが、しかし、これは現状においてということであります。 

私は昨日来からも議論の中にありました今後の事業計画、これを展開していく中でどう進

化するのか。あるいはこの基準、数値はこの状態でいいわけではなくて、さらにこれを下回

る努力が必要になってくるわけでありますが、そうした見通しはどうなのか。そこをお聞き

いたします。 

 ２番目には経常収支比率、この推移であります。先ほど市長は心配ないというようなお話

をしておりまして、繰り返すことになりますが。ご存知のようにこの経常収支比率は８０パ

ーセントこれが基準であります。しかしながら、１８年度は８９.１パーセント。２０年度決

算では２５.１パーセントということですから、かなりの伸び率であります。これでは近々１

００パーセントにもなろうかと私は思うわけであります。 

しかし、この２０年度決算の中では市債の償還も元利合計で５７億円。１３億円からの繰

上償還もしているわけであります。そうした努力もされておるわけでありますが、景気対策

もあり震災復興もあり、いろいろ事業展開が続いているわけでありまして、この数値の引下

げ、あるいは現状をさらに財政的に柔軟性のあるかたちにもっていくためには、やはりかな

り努力が必要ではないかと思うわけでありますが、そうした方針をお聞きするものでありま

す。 

 ３番目には交付税。これは国の財政事情もありまして、先行き不透明であります。やがて

合併後の一本算定も始まります。そうしたことを考えればこの財政運営上の地ならしがそろ

そろ必要ではないかと思うわけであります。これは何も言うことはないこのとおりなのです

が、時間のたつのは早いもので、合併による交付税の優遇期間は１０年でありますが、先が

見えてきました。財政運営というようなことは、やはり４～５年先を見通した計画、ポイン

ト、ポイントでのシミュレーション。もちろんこうしたことはやっておられるでしょうが、

この交付税というものが必ずしもきちっとあてになるものでないことは、我々の過去の経験

からすれば明らかなことでありまして、政府が財政事情の中で総額を何パーセント減らすと

いうようなことはしょっちゅうやっていることであります。私はこうしたことからもこの政

権交代の中でどうなっていくのかという思いがありますが、お聞きするものであります。 

 その次は４番目でありますが、市税の減収傾向。これも２０年度決算から言うと全体では

増えているのでありますが、市税の減少傾向は依然としてやはり続いています。５.１パーセ

ントも減少しているわけでありますから、これが今後の事業展開あるいはそれぞれの財政上
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の数値に大きな影響を与えると私は考えております。これが先ほど申し上げました格差社会

の進行、貧困層の増大、数年来続いている賃金水準の低下、こういうことによる内需の冷え

込み、企業の業績の低迷というようなものもろもろが合わさって、こうした市税の減収とい

うようなものになってきていると思うわけであります。 

歳入での構成比でも交付税が３１.６パーセントに対して、市税は２１.６パーセントであ

りますから、自らの力は決して強いものではありません。私はこうした点から考えてもやは

り市の事業展開、先ほど来から議論をされておりますが、総合スポーツ施設の建設であると

か、あるいは駅前の２０万冊も収容できる情報図書館の建設であるとか、さまざまな大型プ

ロジェクトがあげられておりますが、私はそうしたことをやるにつけてもやはり一番大切な

のは、市民の暮らし・福祉。ここを後退させない、さらに前進させるという立場があっての

ことだと思います。 

今現在、市民の暮らし・福祉をの政策、現状はどうかと言えば、ご承知のように特養ホー

ム入所希望者は４００人を越えております。この介護保険利用料の減免制度を新潟県ではか

なりの市町村でこれを設けておりますが、当市ではこれを設けておりません。では在宅介護

を支援するのかということで言いますと、介護手当は合併前５万円でありましたが、これが

３万円に引下げられております。あるいは生活保護率では県下最低であるとか、さまざまな

点で市民の暮らし・福祉を守るという発展させるという立場から見ると、いささか弱いと言

わざるを得ないのであります。こうしたことを勘案しながらの事業展開でならなければなら

ないと思いますが、お聞きするものであります。以上、壇上からの質問を終わります。 

○市   長  笛木議員の質問にお答え申し上げます。 

１ 民主党政権と地方行政運営について 

総選挙での民主党の圧勝をどのように受け止めているかということでございます。昨日来

申し上げておりますように、特に昨年秋の世界的な不況以来、特にですね、その前からはち

ょっと議員触れていただきました小泉改革、このことをごく理解しないで郵政民営化という

ことだけに焦点を絞って選挙で自民党が圧勝し――圧勝したということは国民が支持したわ

けですから。その後、小泉改革なるものの本質が出てきた中で今おっしゃったように市場原

理、これの行き過ぎ。そしてそこに輪をかけての昨年からの不況。こういうことがもう不満、

不安こういうことの中で吹き出たものだと思っております。 

そして自民党政権も非常に去年から、首相が、総裁がころころ変わるとか投げ出しとか、

そういうふがいなさも国民は感じ取ったのだろうと思っております。これも言い得て妙とい

いますか、識者の皆さん方がおっしゃっておりますように、自民党への不満、しかし民主党

にも不安があると。だけれども今回は不安もあることだけれども、一度は政権交代というこ

とを実現してみたい、みよう、そういう意思の表れだと思っております。 

ですから自民党が再生するには、やはり足を地に着けて本当にこつこつと地域の皆さんか

ら含めて国民の皆さんの要望を受け止めて、そしてそれをきちんと実現していくという姿が

求められるのだろうと思います。逆に民主党の皆さん方は３０８という膨大もない議席を得
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たわけでありますから、これにおごりが出ればもうそれは政権も長くはもたないということ

だと思っておりまして、両面を注目しながら私どもも見つめているところであります。しか

し、私は自民党員ということもありましたので、自民党の再生ということにも大きな期待を

かけているところであります。 

政権交代で国政の在り方はどう変わるということでありますが。革命が起きたとか、憲法

が全面変わるとか、法律がもう１００パーセント変わるとかということではないわけであり

ますので、そういいますとあるべき国の姿というものが全く右と左くらいに変わってしまう

ということではないわけです。そう国政そのものは大変な方向転換をするというふうに感じ

ておりません。 

民主党の掲げたマニフェストの実施についてであります。これが例えば１００パーセント

実施をするにしても、国の方向そのものが大きく変わるということではありません、という

ふうに感じております。安保問題なんかがちょっと変わるのでしょうか。そんなことだと思

っておりますので、国民そのものが急に何かを変えなくてはならないということだとは思い

ませんけれども。ただ、昨日から申し上げておりますように、このマニフェストの実行に際

して財源がどう捻出できるのか、確保できるのか。こういうことがまず一つちょっと不安で

ありますし、例えば確保できない場合、予算の優先順位の考え方の相違、国と地方とですね。

相違が生じたときに大きな影響がそこに現れる可能性はなきにしもあらずだということです。 

例えばマニフェストを実施するために、地方、地方と言っていますけれども地方交付税を

大幅に削減するとか、そういう方向が出るときはこれは非常に大きな問題が出る、影響が出

るということですけれども。まあまあとにかくそうならないように、しないように、市民生

活に重大な影響が出ないように、私どもも努めなければなりませんし、そういう願いもして

いるところであります。 

そしてもう一つはやはり自治体として、あるいは行政として心配されることは、先般もち

ょっと触れましたけれども、制度改正。例えば後期高齢者医療制度とかということがもう話

題に上っておりますし、農家の戸別所得補償方式とかいろいろ税制も変わる。そうなります

とそれにあわせて地方自治体も、すべてまたそれに合った手順を整えながら作業をしていか

なければならない、今までのものは全部。特に後期高齢者制度が本当に廃止になりますと、

今まで構築したシステムや組織は全部ぱあでありますから。じゃあこれをどうしてくれるの

だということも含めて、大変な問題が起きると思っております。 

ちょっと蛇足といいますか余計な話ですけれども、今日の朝日新聞だったでしょうか。こ

の後期高齢者医療制度は、特に導入当初はネーミング、あるいは徴収の仕方の年金すべて引

き落としとかそういうことについて、非常に大きな批判が出ましたけれども、そういうこと

を悪しきところは改正といいますか緩和をしながら今、進めてきているところであります。

国民の皆さん方がというか後期高齢者と言われる皆さん方も、医療費のうちの１割を自分で

負担をする、４割はほかのいわゆる皆さん方の負担、そして５割は国の負担と。この枠組み

について大きな不満は持っていない。おおむねの方々がやはり制度としてはそのくらいのこ
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とは我々だって負担しなければならないだろうと。 

そしていわゆるその料金徴収といいますか、税ではありませんけれども、その徴収の仕方

についても、まあ全部引き落としから通帳の引き落とし、年金からの引き落としではなくて

ね、あるいは直接納入という方向も切り替えられましたから、制度そのものに対しても大き

な不満はない。だけれども１割の医療費、これが今こういう不景気の中でありますので、非

常に実態としてはこたえているという、そういうことであります。 

これを１００パーセント廃止されるなんてことになりますと、先ほどから言ったように大

変なことになりますけれども、まあこれはどうなるかわかりません。我々が願うところは、

地方自治体の現場で願うといいますかやらなければならないことは、市民の皆さんに対して

の対応が滞りなくきちんとやれる。このことに全力を注がなければならないと思っています

ので、よろしくお願いいたします。そういうふうにならないようなことを政府の方には希望

するところであります。 

 官僚打破とか官僚支配とか、官僚政治とかということがいわれてきました。一部そういう

面も見えましたけれども、地方の公務員も含めて大方の公務員の皆さん方はやはり、みんな

国のためを思い、県のためを思い、あるいはその地域のことを思いながら仕事をしているわ

けであります。 

今、民主党さんがちょっと強く触れておりますように、官僚をたたけばいいという発想で

はこれはもう国が成り立たない。絶対そうだと思います。これだけ優秀な皆さん方を使いこ

なす、その度量を政治家がもたなければならないわけでありまして、ポピュリズム的に官僚

さえたたいていれば人気が上がるということでは、これはならないわけでありますので、そ

の辺の見極めはきちんとしていただきたいと思っております。 

過去のパイプということで話がありました。初日にも牛木議員から話がありましたが、私

は特に田中先生が引退以来、そう国会議員の皆さん方に太いパイプなんか持っていません。

それぞれはあります。自民党の議員の皆さんも含めて。他県の議員の皆さんも含めて。しか

し、私たちのようなところの、ところのというか地方自治体の中の、例えば簡単に言えば道

路が一本のことを、これは政治家というよりはそこの組織の中に入ってその中のまた配分で

ありますから。例えば道路予算枠はこのくらい付けると、ここまでが政治家の仕事ですね、

一般的には。そして大型事業はこうだ。あとはやはり国の職員、あるいは県の職員、市の職

員、こういう皆さん方の中での取りっこではありませんけれども配分です。まさか国交省、

国交大臣が塩沢大和線をいくら付けろなんて言っているわけではありませんから。 

ですので、そういう面での官僚の皆さん方の意思の疎通というのは、ずっと図ってきたつ

もりであります。制度的に大きな問題というのは、これは政治家がやらなければなりません

けれども、あとのことはやはりそれは当然公平性を持った官僚といいますか、職員の皆さん

方がそれぞれ地方の実情に合わせてやっていくということだと思いますから、余りそのパイ

プがなくなったとかということについての心配――なくなったわけではないです。自民党の

議員はほとんどなくなったということだけでありますけれども。そういう心配は特に私は今
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しておりません。 

この地域主権の確立を公約にしているが、ということであります。今後国は、例えば民主

党政権でなかったにしても、合併は一応収束いたしましたのでこれからは広域連携に軸足が

――例えばどの政党がなったとしても、移っていくものだろうと思っておりました。これか

らどうなるかわかりません。しかし、この地方分権に関する民主党のこのマニフェスト、こ

の中には議員おっしゃったように地方主導の地域主権国家の実現が掲げられているわけであ

りますし、国家戦略局の中のまた一つの部会といいますかの中に、地方の代表も加えるとい

うことであります。 

ある意味では地方の言い分、主張が今までよりは通るようになるのかもわかりません。そ

れからひも付き補助金の廃止。ひも付きという部分がちょっとくせ者ですけれども、私ども

は補助金ということを全部廃止して、一括交付金にするのだろうという頭ですが、ただ、補

助金にも種類がそれぞれありますので、全部補助金を廃止ということにはならないと思いま

す。 

我々は今まで別にひも付きの補助金などということで補助金をもらった覚えはほとんどあ

りません。目的外にそれを使うということはできませんけれども、こういうことを条件にし

てといいますか、地方の方の言い分も聞かないでこういうことを条件にして、だから補助金

やるのだよという補助金ではないわけです。ですから本来ひも付きの補助金なんていうのは

そうあり得ないのですけれども、これも言葉がひとり歩きをしてひも付きということになっ

ておりますが、一応それを廃止して一括交付金ということを民主党は言っているわけであり

ます。 

一括交付金になればどういう基準で交付いただけるのかがわかりません。わかりませんが、

要は補助金とは違うところはその事業目的を明確にしなくても、地方の事情の中で簡単に言

えばどこへでも使えるということに解釈すれば、それは我々にとっては使い勝手のいい、そ

して市民要望に即こたえられる交付金だと思いますので、本当にそれができるか否か。でき

れば大いに結構だと思っております。 

そんなことで今後の地方行政運営にどのような変化があるかということになりますと、マ

ニフェストどおりにいっていただければ、今までよりは国と地方の立場がもう少し近づいて

いくといいますか。対等になるということは私ども申し上げません。国と対等なんてことは

考えることが間違いでありますので。ですので近づいていって、我々の言うことがスムーズ

に認めてもらうような方向にはなるのではないかと思っております。 

そんなことでこれも大いに期待をするところでありますが、どうなるのかが全く見えませ

ん。まだ連立協議が終わっていませんし、新内閣の発足は１６日ということですけれども、

それらを見た上でまた慎重に判断をさせていただかなければならないと思っております。 

２ 財政運営について 

財政運営についてであります。実質公債費比率２２.９まで下がってきましたけれども、そ

れらも含めて財政健全化の見通しであります。いわゆる５年間で７１億円の削減目標を掲げ



 - 46 -

て平成１８年にスタートした財政健全化計画でありますけれども、２０年度を終了した時点

で約７５パーセントの達成率であります。２１年、２２年で残りの２５パーセントは十分達

成ができますので、この財政健全化計画に基づく財政健全化は達成ができるというふうに断

言を申し上げます。 

しかし、先ほどの議論にもありましたように実質公債費比率、あるいは財政力指数、経常

収支比率等々、一朝一夕にころころと変わるものではありませんので、計画に沿って平成２

７年あるいは２８年には、まずはその実質公債費比率１８パーセント以下、適正基準にもっ

ていく。この努力を続けるところでありますけれども、今計画をしておりますそれぞれの事

業を実施しても、この率は達成できるという試算も出たところでありますので、それに沿っ

てきちんとやっていきたい。そして財政を本当にきちんと構築していきたいと思っておりま

す。 

経常収支比率の推移ということでありまして、ご指摘のように２０年度決算で前年比１.

９パーセントアップというか悪化したわけであります。先ほどこのことにも触れましたよう

に、私どもの市の経常収支比率が高い要因の一つには、公立保育園の多さがあげられます。

これはしかし誇るべきことでありますので、それが悪いということで言っていることではあ

りません。 

それで構成ですけれども、この中の経常収支比率の中は人件費が２７.７、公債費が２２.

１、繰出金１７.２、補助金等で９.１というふうに大体構成をされております。人件費が本

来でありますと２.１ポイント低下しているのですけれども、人件費だけで見ますと。繰出金

が２.１ポイントアップしております。２０年度部分についてはですね。それでこの部分が上

がってしまったということが主な原因であります。 

これを低下させるには支出を絞るということと、収入を増やすということであります。経

常的な部分のですね。ですから税収のアップとかそういうことは非常に大きな要因でありま

すけれども、これからちょっと厳しい状況が続きますが、いずれにしてもこれが１００を超

えるなどということには絶対にしないようにしなければなりませんので、なるべく早い機会

で人件費等の抑制も図りながら８０パーセント台の中盤くらいにはもっていきたいという思

いではあります。 

投資的事業の実施。これについても総合計画の中に示されるように無理なく、そして財政

的にきちんと裏打ちをされたということの中で、計画的に事業を精査し行っていこうと思っ

ております。 

一つ大きなことで新市建設計画の中で搭載しておった事業で取りやめにさせていただいた

のは庁舎建設であります。これは２０億円か４０億円予定していたわけでありますけれども、

３町合併がなってそしてこの今の庁舎で若干きつい部分はありますけれども、何とか事務の

執行ができる。そして今、隣の農協の施設、倉庫の方は別ですけれども今の執務をやってい

る部分２階、３階の今は３階を借りているわけです。売却いただかなければ２階も貸してい

ただこうかと。できればあれを市に売却していただきたいということでまた再度交渉に入っ
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ております。売却可能ということになれば、あそこにも今度は事務室をきちんと設けられま

すので、会議室等の余裕が若干また出てくるのかなと思っております。これはまだはっきり

いたしませんのでそういう状況であります。いずれにしても庁舎は建設をしない。このこと

で２０億円、３０億円というお金を使わずに済んでいるということはありがたいことだと思

っております。 

交付税の関係であります。これは全く小泉改革という名の下で非常に痛い目を見ておりま

すので、絶対今のとおりいくのだという確約を、ときの例えば政権がいたしましても、４年

たてば変わるのかもわかりませんし、３年たてば変わるのかもわからない。国の事情がとて

もとてもそこまでやっていられないということになれば、まあこういうことにも踏み切らざ

るを得ない部分が出るのかもわかりませんが。 

そういうことは別にいたしまして、平成３３年度から合併による算定特例が終了して一般

算定となるわけであります。これをぱっと今、今年度分で計算してみますとマイナス１２.

９、１１億８,０００万円の交付税の減額になります。今年度と比較した場合。ですので。そ

れまでの間にあと１０何年あるわけですけれども、そういうことのために合併振興基金を今

２４億円でしょうか、積み立てながらやっているわけでありますし、先ほどちょっと触れま

したように、それぞれ基金をとにかく積立を何とかしていきながら、こういうことにも備え

ていかなければならないと思っております。不断の行財政改革を進めてこれに対応できる体

制をつくる、こういうことだと思っております。 

市税の減収傾向。これは今の不況が全治３年ということをよくいわれております。そのく

らいかかるのだろうなと思っておりまして、税収減はこれはやはり続くもの、当分の間は続

くと思って覚悟しております。皆さん方の雇用を守るということもやらなければなりません

し、暮らしをとにかく守る、こういうことを最優先にして行政運営、財政運営に当たってい

かなければならないと思っております。 

ちょっと触れました特養ホームを増設しろとかと、特養ホーム的なものは前から申し上げ

ておりますように、私たちの市の単独ででは今年は１００床つくるとかそういうことができ

得ない制度でありますので、いわゆる魚沼圏域の中でベッド数が割り当てられてくるわけで

す。それを今度は３市１町だか何町だかで分けるわけですから。その計画に基づいて今度は

今、第４期介護計画。２３年以降は第５期介護計画の中でなるべくベッド数の確保に努めて

増設に努めていく。今、民間の方たちでこういう介護施設を建設したいという申込みも何件

かきておりますので、それらを計画的に実施をしていただいてなるべく早く待機者ゼロを目

指したいと思っております。 

そういうことで、生活保護率が最低だと。これはいつも申し上げております。今日は傍聴

の方もいらっしゃいますので再度申し上げますけれども、生活保護率は低い方がいいのです

ね。生活保護を受けている方がいっぱいの市だ町だなんて、そうでなくて生活保護を受けな

くて済む市民がいっぱいの方がいいわけですから。 

何をこれを最低だから恥だなど私たちはいつも言っています。誇りなのです。県下一です
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から。無理やり生活保護に該当させないなどということは一切やっていません。申請があっ

て相談があって本当にそういう実情であれば、当然そういう手続をするわけですので。これ

は議論の分かれるところでありますけれども、我々はこの生活保護率が最低というのは誇り。

県下で一番。そういうふうに誇りを持っております。 

介護手当も５万円から３万円に減額はさせていただきましたけれども、気持ちがこれは金

額がどうこうということではないわけなのです。それは金額が多い方が、多ければ多いほど

いいかもしれませんけれどもそういうことでなくて行政として、介護施設にも入れないで自

宅で介護をやっていただいている皆さん方に、せめてひと時のまあ気分転換も含めた安寧、

安心の時を過ごしていただけるような気持ちと、そういうことだけであります。ですから金

額がいくらだからという議論は、余り何て言いますかしても意味がないということだと思っ

ておりますので、その辺はまたこれも見解が分かれるかもわかりませんが、よろしくお願い

申し上げます。以上であります。 

○副 議 長  一問一答方式でお願いします。 

○笛木信治君  １ 民主党政権と地方行政運営について 

政権交代の認識ですけれども、市長も若干触れられたのですが、私は意識して触れようと

しない部分があると思うのです。それはどういうことかと言うと、自民党がなぜ国民からノ

ーと言われたのかということをきちんと分析していないと思うのです。風が吹いたとか、テ

レビや新聞が朝から政権交代、政権交代と流したからというような話は昨日来からありまし

たが、私はもちろんそれも戦術上の大きな要因ではあるけれども、やはり本当のところは自

民党政権がこの１０年来やってきたこと、国民生活の破壊ですね。どなたか同僚議員もいわ

れておりましたが、当たり前の生活ができなくなっている。やはりこのことに対する国民の

不安です。 

健康で働く意思があればだれでも働ける。まじめに働いたら結婚もできる。子どもも産め

ると。教育もできるし、老後は安心して医者にもかかれるという当たり前のことなのですけ

れども、それが保障される社会をだれもが望んでいると思うのです。そこがやはり破壊され

ているというか保障されない。そのことに対する国民のいら立ちがあったと思うのです。そ

こを真摯にとらえないとこの政権交代の本当の本質的な意味をつかまないでしまうと思うの

です。 

市長は田中角栄先生の信奉者で保持本流の流れに身を置いているという昨日からのお話で

ありました。私はそのとおりだと思いますが、そういうことからしますと今回の自民党の敗

北は残念だという思いがあると思います。そしてやはり先ほども触れました再建ということ

を言われましたが、再建をしようとするのであれば、その敗因についてやはりきちんと総括

をする、反省をするということがなければならないと思うのです。そのことを抜きに私は再

建というのは、けん土重来ということはあり得ないと思うのです。 

これは先ほどどなたか学校の教育、子どもの教育の話をしていましたが、教育上も反省し

て次に立ち向かうというのはこれは当たり前のことですから。当たり前のことをまずやるべ
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きだと思うのです。後期高齢者の話を先ほどされておりましたが、私はこの後期高齢者制度

というのは天下の悪法だと思っています。本来７５歳になればご苦労さまでしたと。長い間

ご苦労さまでした。これからは医者はただにします。どうぞ安心してお医者さんにかかって

くださいというのが政治でなければならないと思うのです。それを７５歳で区切って新たな

医療制度をつくる。高齢者以上で医療は差別をする。あるいは保険料、これもお年寄りは忘

れると困るから年金から天引きするというようなことでは、やはり本来の持つ政治の意味あ

いではないと私は思うのです。 

これは参議院では廃案が可決されていますから、当然政権交代で衆議院でも可決される。

地方へ降りてくるわけです。そのとき地方議会ではこれを設置するとき賛成していますから、

今度は廃案ですから。本来これは反対しなければならないのですね。設置に賛成したのだか

ら廃案するというのには本当は反対しなければ。そうすると後期高齢者医療制度は地方では

これを廃止することはできなくなってしまうでしょう。私は自民党政治に対するこのきちん

とした総括、反省というものがないとそういう矛盾が起こってくると思うのです。 

市長もこの制度は定着していると、いい制度だと。これで止めるなんていうのはどういう

ことになるのだ、混乱が起きるみたいなことを言っていますが、これはやはりまだ私は真摯

な反省が足りないと思うのですが、そこをひとつ。 

○市   長  １ 民主党政権と地方行政運営について 

議員は私の答弁を自分の都合の悪いだけ飛ばすわけですかね。私は最初に申し上げました。

今の自民党の敗因はいわゆる小泉改革に代表されるような市場原理主義の過度な導入。そし

てこの１年間で内閣あるいは自民党総裁がころころころころ投げ出して代わる。そういうこ

とにいわゆる国民が全くあきれ、そして不満を持ってその結果だというふうにはっきり申し

上げているわけですから。全然反省もしない。私がなぜ反省しなければならないのかわかり

ませんけれども。 

田中先生の話を出したというのはずっと後の方です。そういうことばかり頭にインプット

して、私も皆さんの質問はよく聞きますから、皆さんもひとつ私の答弁は十分きちんとそし

ゃくしていただいて、きちんとそういうことを申し上げています。議事録に載っていますか

ら後で確認してください。 

そういうことで後期高齢者医療制度の話になりますけれども、これは例えばではこれを廃

止をして今の国保に戻したとします。どうなりますか。国保はもう一発で破たんです。高齢

者の皆さんもそれは生活の苦しい人、収入の低い人はいるわけですからそういう皆さんは、

それは医療費があるいはただであってもそれはいいでしょう。７５になったから全部ただな

んて、そういう制度自体がおかしいのです。いくら歳をとっても、いくら苦労をしても社会

の一員ですから、やっぱり自分だって少しは社会のためになろうという気はあるわけですか

ら。 

その中で高齢者の皆さん方からは、あの制度はですよ、１割負担していただこうと。あと

の４割は現役世代の保険の中で負担しよう。そしてあとの５割は国費、税金で負担しようと
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いう制度ですから。これに代わる制度が、皆ただにすればいいと言えばそれは全部そうです。

保険も何もみんなただにすればそれは一番いいでしょう。そんなことで国や地方が成り立つ

わけではないわけですから。まあそこもですから共産党という皆さんの考え方と私どもはち

ょっと違うところだと思っております。 

そしてこの後期高齢者医療制度というのは、我々が運営しているのです。国が運営してい

るのではないのです。ですから地方の意見も聞かずにときの政権がこれを廃止だということ

は、これは絶対越権行為だと。これが市長会でもきちんと確認しているところであります。

ですから、全国市長会も含めて新たに政権が誕生する１６日にはこのことも含めて、市長会

の代表が全部担当大臣のところにも出向いて。 

どういう医療制度をやるからどういうふうに廃止だというのならわかります。ただ、廃止

で――ただ廃止というのはあとはみんな国保やいわゆる昔の老人医療制度に戻せということ

でしょう。それでいいのですか。そういうことではないわけですから。そういう議論をしな

いで、廃止と言ったらいいと悪いとなどとそんな議論ばかりではなくて、やはり制度の中身

をきちんと把握して、そしてやはり残すべきは残していただかなければなりません。そうい

う思いで私は先ほど申し上げたところであります。 

○笛木信治君  １ 民主党政権と地方行政運営について 

後期高齢者医療制度の内容についてここで議論しようとは思いません。それは全く違いま

すから。ただ、先ほど例として市長が例を引かれたので、そういうふうに話を進めたわけで

すが。私が申し上げたいのは、いわゆる自公政権の執政に対して保守本流の流れに立つ井口

市長が、そのことに対してやはり反省の気分があるかどうか。それが私はあるとないとでは

偉い違いだと思います。 

今のように後期高齢者医療制度はいい制度なんだという立場に立つわけですから。そうす

ると後期高齢者医療制度そのものは、国会で廃止、衆議院でこれが通れば廃止されると言っ

ても、やはり私は２年～３年というスパンで時間がかかると思います。地方にそれぞれ組織

があるわけですから簡単ではないと思います。それはそれでいいのですが、しかし、この制

度はお年寄りいじめの――我々はそういうふうにとらえている、お年寄りいじめの制度。こ

れはやはり廃止の方向だというのが国民の総意ですから。そこをやはり井口市長はいつまで

も自民党の過去のやってきたことが間違いなかったのだという立場でいられると、一層混乱

を招くのではないかということを私は申し上げているので、制度そのものをここで議論する

のはやめましょう。（「言いっぱなしか」の声あり）そこのところはどうなのですか。 

○市   長  １ 民主党政権と地方行政運営について 

言っている相手が違うのではないかと思うのですけれども、我々はそれは自民党員であり

ました。自民党を支持しました。そこで、ただ私は市長という立場の中で、特別に公務の場

を利用しながら例えば自民党候補の応援に走ったとか、そういうことは一切やっていません。

いわゆるそういう面では中立の立場を貫いてきたわけであります。 

そこで反省、反省という話。私が反省とかと。ですからさっき言ったようにそういう行き過
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ぎた市場原理主義を導入したこととか、人事がころころころころ変わるとかそういうことが

もう全くなっていなかったと。これが反省でなくて何でしょうか。私は別に傍観者で批判し

ているというつもりではありません。ですからそういうことに立てば、これはもう負けてあ

る意味では当然という選挙でもあったというふうに言っているわけです。 

後期高齢者と、これはですから、実施者は我々なのです。国ではないのです。ですから全

国の市長会も町村会も我々が実施しているのに国が一挙に廃止とは何事だということを申し

上げるように言っていると、そういうことです。法律は法律で国がつくるわけですけれども、

実施しているのは我々なのです。我々が連合つくってやっているわけですから。ただ、それ

に一言の話もなく、相談もなく勝手に上で廃止だなどということは、それは許しませんと。

ただ、制度をではどうするのだとかそういう議論から入ってもらいたいということを申し上

げる。そういうことを言っているわけであります。 

○笛木信治君  １ 民主党政権と地方行政運営について 

そればかりやっているわけにはいきませんので。官僚、この脱官僚。市長は官僚だけが悪

いわけではない。私もそう思います。官僚を悪者にしてそれで事が済む問題ではないと思っ

ています。しかし、官僚はいわゆる自民党政治の、大企業中心、アメリカ言いなりのこの政

治を忠実に実行してきた組織なのです。そういう意味で私は天下り制度の廃止であるとか、

そうした自民党政治からの脱却という点では、この官僚に対するやはり大洗いをやるべきで

ある。ましてやその天下りなどは直ちに廃止すべきであるというふうに考えておりますが、

これは答弁いりません。余りここで議論するとあれですので。 

次の方へ移りたいと思いますが、私は地方政治、これが民主党政権の下で地方政治、これ

から取り組んでいくわけですが、この南魚沼市では田中真紀子先生が民主党ということであ

りますが、私は組織として民主党の皆さんが活動しているのを見たことないし、なかなか民

主党といわれても実際具体的にいろいろな直接そういう方に会ってお話を聞くという機会も

ないのですけれども、これはやはり地方政治の中でこれから大きな変遷があると思うのです。 

私は市長がそうした変化の中で、まだこの任期の中でこれから大変なご苦労をされると思

います。いわゆる民主党型の地方政治が施行されてきたときに、市長は今までの立場から、

それはしかしそうは言ってもこれはこうではないかというようなことで、いろいろな場面で

対立する面が出てくるのではないかと思うのです。そういうことに対して何ですか・・・こ

れは井口市長に限らずほかの人はみんなそうだと思うのです。そういうものの調整がやはり

ある程度どこかで必要ではないかと思うのです。 

そういう地方政治がスムーズに運ぶようなそういう取り組み、あるいは考えというような

ものはあるのかないのか。そうしていかないと各市町村ばらばらでは私はいろいろな問題が

起きてくると思うのですが、せめて県内だけでもそうしたまとまって話し合うような、そう

いうお考えがおありかどうか。 

○市   長  １ 民主党政権と地方行政運営について 

今までもそういうふうにやってきたわけでありますけれども、そういうことの組織として
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市長会がございます。市会の中ではそういう何て言いますか政治的なことも含めて、別にだ

れを支持している、こうだということではなくて、市という組織全体の問題としてこういう

ことはどうだ、こういうことはどうだということをきちんとやっていますので。それは市独

自のものについては別個です。でも独自のものについてであっても、その市会に例えば私た

ちの市はこういう状況で困っているから、これを改善してもらうようなことで皆さんと一緒

に動いていただけないかということも出せるわけです。現に出したこともあります。 

ですから、我々は市長会という組織がありますし、町村は町村会という組織がありますの

で、そういう面の調整や政策面のことはそこできちんとやらせていただいております。大体

通常的ですと二月に一遍・・・二月一遍よりあるか。そうですね、３分の２くらい。その前

に副市長会がございまして、そこでは実務的な部分をきちんとすり合わせをして、そして市

長会にまたあげるべきはあげると、そういう組織で機能しております。ですので、余りそう

いう面での心配はしていないのが現実であります。 

○笛木信治君  ２ 財政運営について 

時間もありませんので次に移りますが、財政問題です。これは４項目ありますがひっくる

めた議論をしたいと思いますので、ひとつよろしくお願いいたします。 

シミュレーションをしていると。昨日来からいろいろ議論のあった事業を展開していって

も、財政指数がこれ以上悪化するということはないのだということを再三再四おっしゃって

いるわけですが、これはもちろんそういうお考えで事業に取り組まれる、当たり前なのです

ね。 

かつてどこの市町村であっても財政が悪化し破たんした市町村の長は、これをやれば財政

を破たんしますなどと言いながらやった人はいないのです。だからそういう意味で私は、市

長が財政シミュレーションをきちんとにらみながらやっているということは理解できるので

ありますが、しかしながら、５年、６年という歳月の中で必ずいろいろな不確定要素が出て

くる。そういうときに私が一番心配するのは、福祉・暮らしなのです。ここが一番心配なわ

けで、財政豊かになってきて高揚してくれば、私は体育館であろうが、サッカー場であろう

が、野球場であろうがそれはあり得ることだと思っています。そうした市民の要求があれば。 

しかし、今の状況は決してそういう状況ではないと見ているわけです。この事業を展開し

ていって財政指数が悪化してくる。そのときに暮らしや福祉へのしわ寄せ、これが必ずある

と思うのです。私もそのときここにいませんから、今日これが最後の質問ですので特にお願

いしておくのですが。そのときやはりそうした方向へのしわ寄せ、これは絶対やるべきでは

ないと思うのですが。ひとつそこは市長の答弁をきちんとお聞きしておきたい。私は息のあ

るうちは傍聴にきますからひとつ。 

○市   長  ２ 財政運営について 

市政の基本に一番据えてやっていることは、今、議員おっしゃったように市民の皆さん方

が暮らしがきちんと守れて、福祉・暮らしをきちんと守れている。そこが基本であります。

ですからそれを破壊してまで、あるいは壊してまで建設的な事業とかそういうことをやるつ
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もりは全くございません。今はそういう状況ではありませんので、しかも今年は景気対策と

いうこともありますけれども、国保税は減額、水道料も今のところ下げてあり、一応市民生

活に本当に少しでもプラスになるような方向。 

そしてプレミアム商品券ももう１回発行いたします。これは商店街振興もありますけれど

も、やはり市民の皆さんが２割減ですから、２割。これを大いに活用していただいて生活を

とにかく少しでも保持してもらいたいという思いからのものです。例えば、今年こういう事

業をやろうと思っていたけれども、突然何かの要因があって収入が大幅に落ち込んで、そし

て事業継続をすればとても市民の皆さん方へのサービスが守れないというような状況が、突

然であっても出ればそれは事業を中止したり延期したり、これはそのときに判断します。そ

れを無理やりこれはもう決めたことだからやりますなどとは全くやりません。その程度の柔

軟性は持っているつもりであります。以上であります。 

○副 議 長  以上で笛木信治君の質問を終わります。ここで暫時休憩といたします。開

会は３時５分過ぎといたします。 

（午後２時４６分） 

○副 議 長  会議を再開します。 

（午後３時０５分） 

○副 議 長  質問順位２２番、議席番号２９番・松原良道君。 

○松原良道君  中心市街地に大規模店の誘致を 

私はこの９月定例会、議員をさせていただいて１４年と今６カ月であります。私の中では

いろいろの思いをはりめぐられる議場であるというふうに考えています。そして今回の質問

につきましては、私が市長であればすぐ実行できる質問でありますけれども、悲しいかな私

は執行権のある市長ではございません。ただ、私は合併後の４年後のこの２期目、４年間は

井口市政に託した一人であります。そうした思いをはりめぐらせながらこの質問をいたしま

す。 

今回の中心市街地に大規模店の誘致をという質問であります。私の中では中心市街地の商

店街の活性化、ずっとこのことが頭にありました。そして今これを始めなければ、商店街の

衰退は日に日に増すところであります。私はこれから自分の思い４点を市長にお伺いいたし

ます。 

 まず１点目、郊外店に向いている客足をどう中心市街地に取り戻すかということでありま

す。やはり、それは市民の皆さんが魅力を感じてそのテナントに来ていただける、大きなや

はり核となる店舗が私は必要だと思っています。それがまず第１点目。 

 ２点目であります。市街地ほど高齢者世帯が増加の傾向にあるというふうに認識をしてお

ります。そうした皆さんが安全で安心して日々の暮らしができるよう、そして安心して買物

ができるようなそうした環境をやはりつくるべきだろうというふうに考えています。 

 ３点目は大変厳しい経済状況の中でありますけれども、行政としてやはり新たな雇用の確

保、そうした場を設けるべきだろうというふうに考えています。 
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 ４点目、大変年々増加している滞納者であります。こうした滞納している皆さんの税の集

金がままならない状態であります。そうした中にあっては、やはり市はただそのことに手を

こまねいているのではなくて、今、市が持っている優良資産、そうしたものを多いに活用し、

新たな税収の増加を私は図るべきだろうというふうに考えています。その場所につきまして

は今、南魚沼市の中心市街地として一番商圏的にも誇れる場所は、今の市民会館の駐車場、

あるいは六日町時代に確保しておりました商業地域。合わせますと約８,０００平米あるそう

でありますけれども、ここを民間活力によって大きな魅力あるテナント誘致をして、本来栄

えなければならない中心市街地の商店の活性化を、これを核として私は図るべきだろうとい

うふうに考えています。 

今回のこの思いは私にとっては非常に強い意をもっての質問であります。市長の答弁も担

当課長の書いた答弁でなく、市長本心を私はお聞きしたいところであります。壇上での質問

を終わります。 

○市   長  今、定例議会、最後の一般質問となりました。松原議員にお答え申し上げ

ます。見ていますけれども決して読んでいるわけではありませんので。 

中心市街地に大規模店の誘致を 

市街地商店の活性化についてのまず考え方でありますけれども、何度か申し上げてきまし

た総合計画の見直しに関する市民アンケートの中で、商工業の振興、これは期待感は非常に

高い。しかし現状は評価が低い。いわゆる皆さんの期待にこたえていないということであり

ます。この評価につきましては不況状況の影響もあるかもわかりませんけれども、やはり前

から言われておりましたように、現在の商店街といわれる部分が郊外店に客を奪われたとい

う部分もありましょうし、その後の施策の行政も含めてですけれども乏しさ。そしていわゆ

る商工会商店街の皆さん方の思いは思いとして、現実的に余り行動が出ていなかった。この

ことだと思っております。 

当然市民の皆さん方が描く市のにぎわい、中心商店街といいますか市街地はかくあるべき

というのは、やはりあらゆる施設がそこに整って、そして交通手段も便利で、障害者であっ

てもあるいはお年寄りであってもそう時間も手間もかけないでそこに行って、それぞれのこ

とが楽しめる、あるいは用が足せる。このことだと思っております。そういう中から見ます

と今のどの地域も、塩沢もあるいは六日町も大和も、なかなか中心的なその部分が非常に発

展をして、そして市民の皆さん方のニーズに合っているとは言い難い部分だと思っておりま

す。 

この中心商店街、これらの活性化についてはやはり相当本気になって考えていかなければ

ならないことだと思っておりますし、今までいろいろ提言的なことはやってきましたけれど

も実現に至らないというのが現状でありました。 

 安全・安心な生活と利便性。これはもう今、申し上げたことにもつながるわけであります

けれども、当然でありますが先般どなたかの質問にもございましたように、例えば介護施設

等も市街地の中にという、そういうことだと思います。一番その面では安心・安全そして使
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い勝手がいい、こういうことだと思いますので、やはり市街地の中に病院、公園、公共施設

あるいはショッピングセンター、もろもろの面をそろえていく。コンパクトシティというこ

とにもまたつながるのかもわかりませんけれども。では、周辺の方々はと言いますと、周辺

は周辺なりにそれぞれの地域の商店街等もございますけれども、そういう皆さん方が不便を

感じないような交通機関、こういうものを整備していく中でそういう実現性を図っていくも

のだと思っております。 

 資産の有効活用というふうに記してありました。具体的に今お話がありましたので申し上

げますけれども、雇用の場の確保というのは、これはまさにそのとおりでありまして、やは

り働く場所がなければこれは市が活性化しない。当たり前のことであります。この雇用の場

の確保というのは本当に大きな問題だと思っておりますので努めたいと思っております。 

そして今の市民会館の駐車場、あるいは商業用地として確保しておいたところの利用につ

いてでありますけれども、ご存知のようにふだんのときはそう余り目立たないといいますか

でありますが、ひとつイベント等がありますと、もうあそこは駐車場が満杯になるわけです。

ですから、例えばあそこに何かを誘致するという場合であっても当然ですけれども駐車場の

代替機能、これを有したものでなければあの場所には無理だと。今は技術も進歩しておりま

すので、例えば大型ショッピングセンターということになった場合は、２階を一般駐車場と

して開放するというくらいの資力と度量を持った方からおいでいただかなければならないわ

けですので、そういう問題点が一つ。 

そして本来でありますとあの駅前のララがこの役目を果たすべきという観点の中から、あ

そこに建設をしたわけでありますけれども、規模的にもやややはり何ていいますか、物足り

ないという部分もあったのでしょうか。そしてテナントとして入っております皆さん方もそ

れぞれのニーズはあるわけですけれども、トータル的な中でなかなか皆さん方の要望にこた

えきれていない。そういう部分もあるかと思います。 

ようやくＡコープはＡコープで良かったのですけれども、ご存知のように農協が撤退して

そしてここに株式会社スポットですか、核テナントとして入っていただいてこれはこれで非

常に消費者の皆さんからも好評をいただいているようであります。また、ララの町づくり会

社の支援を直接的にということではありませんけれども、あれをもう見捨ててやるというこ

とも建設の経緯から始まりましてなかなかでき得ない。ですので当然そのララと新たに例え

ば出店していただけるというような皆さんがいた場合は、そのコラボレーションが非常に必

要だと思いますし、お互いの確認も必要だと思っております。住み分けはできるわけです、

本来は。ですのでそういうこと。 

そして一番の問題点といいますかは、地元の商店街の皆さん方がそのことによってまた閉

鎖を余儀なくされるというようなことはやはり避けていく。この地元商店街との協調という

ことをきちんと図らなければならない。 

もう一つは法律上、制度上の問題でありますけれども、現在あそこの地域は用途地域上で

は住居地域ですので、店舗等は建設ができない地域になっております。もし、そういう方向
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を進めるとすればこれは商業地域等に変更していかなければならないわけであります。この

手続は今、都市計画事業の見直しの中で用途地域も含めて見直しをしていくわけであります

ので、検討については、検討といいますかその可能性については、都市計画課できちんと検

討しておりますし別に不可能ではありません。 

ただ、何も具体的な計画がないのに、ただただここを商業地域だとか近隣商業だとかとい

うことは、ちょっと無理がありますので、早急にこれは実現性も含めて具体化をしていくべ

き問題だと思っております。特別まだどの方にどうだということを行っているわけではあり

ませんので、これからそういう部分をまずは商工会商店街の皆さんと合意を得ながら、ここ

にもしそういう素晴らしいショッピングセンター的なものができ得れば、これはもう中心商

店街という部分には相当の活気を及ぼすものだと思っておりますし、消費者の皆さん方も非

常にこれは利便性が高くなる。 

ただ、さっき言いましたように地元の既存の商店の皆さん方の部分を、どう皆さん方から

ご理解いただけるか。そのことに尽きるものだと思っています。当然ですけれども検討はき

ちんと進めてみなければならないと思っておりますので、よろしくまたご理解をいただきた

いと思っております。以上であります。 

○副 議 長  従来方式でお願いします。 

○松原良道君  中心市街地に大規模店の誘致を 

私は今、市長の答弁を聞いて本来の一般質問である、市長の答弁を聞いてから自分の思い

を言うのが筋だと思っていますので、今回いろいろな議員の方は再々質問までみんな書いて

くるようでありますけれども、私はあえて今の市長の答弁を聞いて２点についてちょっと話

をさせていただきます。 

 まず１点目、地元の商店街との話し合い。これは当然過去の郊外店が――たとえ郊外店が

できるのであってもやはり今の現状を見ますと、大型店に客足を取られているというのが現

状であります。それは私も承知しています。ただ、今までのように大型店が出店してくるこ

とを反対しているだけではもうだめなのですよ。それは市長わかっているでしょう。 

大都会は別ですよ。地方の中堅都市では客を呼べるデパート、大きなスーパー、そうした

皆さんに、今までは来ることに反対していた商工会、あるいは商工会員、それに議員が２～

３人ついて必ず反対していたのです。ところが今の現状どうですか。どこの中堅都市でも商

工会が先頭になって、核となる商店に、デパートの皆さんや大型店に、撤去しないでくださ

いといって今運動しているのです。これがすべて全国の中堅都市の実態であります。 

そういうことを考えますと、私は当然話し合いはするべきだと思っていますし、するけれ

ども今までのように商工会がよもや先頭になって、議員が何人かついて、反対をするような

軽率な行動は取らないと思っているのです。また取るべきではないと思っています。本当に

今の状態で反対してきた皆さんが、それだけの商店街が活性してくるような努力をしてきた

かということなのです。私にはしてきたとは思えないです。だから客の呼べる、人の流れを

呼び込める大きなやはり魅力のあるテナントをよこして、そこから自分の自主努力で大勢の



 - 57 -

人の流れを自分の所に、水口をちょっと開ければ自分の店に２０人や３０人来るのです。 

そういう発想でなければ本当に私は――昔ながらの我々が子どもの時代にあれだけにぎわ

いを感じている町並みがさんさんたるものです、今。だから私は今回その点については、話

し合いは大変必要ですけれども、市長が将来に対して南魚沼市の中心市街地。本来栄えなけ

ればならない駅前、市役所前がどうあるべきかという将来構想の中で、市長が意を強くして

やはりそれに対して努力をしていただきたい。 

 それでもう１点の用途の変更。これも私も当然しなければならないと思っていますけれど

も、事例的にやるのだければだれでもできるのです。ただ、それは私の浅はかな考えかもわ

かりませんけれども、政治力、市長がそこまで強い思いがあってやろうということになれば、

私は一時も早く変更やそういったものができるような気がしています。それは国の法律そう

いったものが多分あると思いますけれども、私はそれは全く無にしたものではないと思って

いますので、そうなればそういうことができるというふうに私は考えています。 

そしてなおかつ先ほど言いましたけれども雇用の場を確保する。それも大事ですけれども、

今ほど４点目にあげました新たな税収の増を図る。本当にこれを考えなければ、ただただ滞

納者が増えていって困ったという発想では困るのです。そしてまた私が考えているのは、そ

こで得た例えば今私が言った、年に１～２回しかいっぱいにならない、私から見れば遊ばせ

ておくようなあの土地を、今市長が言ったように階高で地上に伸びていけばいくらでもでき

るのですよ、計画は。そうしたときにうちがあの土地を貸して得る土地代、あるいは税収は

計り知れないものが私はあると思っています。 

そうしたものを今、市が取り組んでいるいろいろな福祉政策あります。ただそれは私に言

わせれば、国から決められたものに対してしているだけだと思っているのです。南魚沼市の

市政２期目を預かった井口一郎が独断でこれをしたい。これを市民のためにしたいというそ

ういう福祉政策の新たなやはり財源、原資にしたいと思ってあえてこういう質問をしている

のです。そのためにこの税収のことを私は今４番目にあげているのですけれども、その辺の

もう少し市長の、強い意思を感じるような発言が欲しいのですけれども、出ないでしょうか。

もう一度。 

○市   長  中心市街地に大規模店の誘致を 

お答えをいたしますが、まず地元商店街。これは議員おっしゃったように、ただ反対かど

うか、反対だったら止めるということではないわけです。理念を持ってこうあるべきだとい

う部分を打ち出しながらやっていかなければならない。そして不安のある方は当然いるわけ

ですし、ではどうしてくれるという方もいるわけですから、その解決策はこうある、これを

出しながらやっていかなければならない。ただただ反対のための反対的なことについては、

これは私も今までいろいろ経験をさせていただいた中で、もしそういう部門が起きるとすれ

ば、やはり職を賭してでもそれをきちんと説得していかなければならない。そういう思いで

あります。 

 用途地域の変更は別に国が、県がどうだということではありません。市の方でこの地域は
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こういうことに活用したいから、それで理由が通らないわけがありませんので。これはただ、

今見直しが始まって２３年度ですから、たった今ここだけを、この部分だけを用途変更する

ということはでき得ない。それだけであります。 

 それから税収増、これは大きな魅力でありまして当然いわゆる遊休施設的なものも含めて

何かに利用できれば、その分は賃借料の増、あるいは税収増につながるわけです。税源の培

養という意味でもかん養という意味でも含めて、このことには努めなければならないと思っ

ております。 

 それから一つ気になった言葉がありましたので、福祉政策。国から与えられたりしている

ことだけしかやっていないとこういうことでありますが、市の独自の福祉政策というのは相

当思い切ってやっておりますのでご理解いただきたいと思います。まだまだそれで十分だと

は思っておりません。 

ただ、福祉も行き過ぎた福祉――それこそ先ほど話がありました、格言で与え過ぎて何で

もかんでもただだとか、そういうことでは本来あり得ないと思いますけれども、やはり本当

に皆さん方が充実感を感じてこの市に住んで良かったと思えるような福祉政策というのは、

これは永遠の願いであります。そのことにこれが税収増になって、そういうことがまた実現

できるということであれば非常にありがたいことであります。 

いずれにしても具体的にそれではこういう条件。そして条件というのは、要はあの駐車場

部分はどうしても確保しなければならないわけですから、そういうことができるか否かとか

そういうことも含めて、具体的な検討に入りたいと思います。商工会の方には事務局長を通

してこういう質問が出ていると、商工会としてもちょっと考えておけという話は一応申し上

げております。今日、具体的なお話を伺ったわけですので、こういうことだよと。また、商

工会の中でもまずはその話の検討に入ってください、ということは申し上げて、具体的な姿

を見いだせるように努めていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

まだやるとか、やれないとか、そこまでの結論めいたものが出せる状況ではありません。

ただ、どこの地域でもおっしゃっていただいたように、中心地からデパートがなくなる。あ

るいは映画館がなくなる。本当にそれによってまた衰退するという状況であります。中心市

街地活性化法というのは、そういう今のことも含めて中心市街地の中にやはりリーダー的な

役割を持つ、集客力のある部分を設置しながら、市街地を活性化していこうというのが基本

でありますので。その趣旨を十分自分たちもそしゃくしながら努めてみたいと思っておりま

すので、よろしくお願いいたします。 

○松原良道君  中心市街地に大規模店の誘致を 

では最後に。大体市長の考え方はわかりましたが、私としてはぜひ意を強くして市長にや

はり前向きに物事を起こすということで。起こして悪ければ修正はいくらでもきくのです。

行動を起こさないことには前に進みませんので、ぜひひとつ期待を申し上げるところであり

ます。 

先ほど最後に、今、市長が言いました国の法律にのっとっての福祉政策でありますけれど
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も、これはあえて私がそう言えば市長はそう答えてくるだろうということで言ったのです。

本当に市長、あなたは２期目なのです。今度は実績をつくらなければならない２期目があと

３年しかないのです。その中で市長が今の南魚沼市６万２,０００人市民のために、自分でも

やりたいような新たな施策を打ち出していただきたいという意味なのです。 

それはやはり財源がなければできないわけで、というか絵に描いたもちですから、そのこ

とをすることによって相当数の、相当量の原資が生まれるという意味で申し上げたのです。

市長も２期目でもう１年たっていますから、自分でこれだけは市民のためにしてやりたい、

いろいろの福祉政策でも、子育て支援でも、自分だけの、ほかの自治体が手がけていないよ

うなことをやはりしたい思いはありませんか。あるでしょう。私はそのことを期待してこの

質問をしたわけでございますので、誤解のないように前向きにお願いをして質問を終わりま

す。答弁はいいです。 

○副 議 長  これで松原良道君の質問を終わります。 

○副 議 長  以上で一般質問を終わります。本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日はこれにて散会いたします。 

○副 議 長  次の本会議は明日９月１０日午前９時３０分から当議事堂で開きます。大

変ご苦労さまでした。 

（午後３時３０分） 

 


